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第１章  ダムサイトの地形・地質の概況と地盤の問題点のあらまし  

 

はじめに ―情報公開請求で入手した資料等  

第２章で、ダムサイトの地盤の問題点と危険性を述べるに当たって、こ

こでは、その理解を得るための最小限度の背景説明を行う。  

この準備書面において、本件ダムサイトの地盤等を論議する際の大半の

資料は、原告らが情報公開請求手続で国土交通省関東地方整備局から入手

した地質調査報告書である。それ故、まず、その入手資料について説明を

行いたい。 

（１）原告らが情報公開請求で入手した地質調査報告書 

八ツ場ダムの建設予定地やダムの貯水容量、そしてダムの形式やコンク

リート構造物の容積などは公表されているが、詳細設計の作業は終わって

いないといわれる。確かに、原告らが入手している各種の調査報告書によ

っても、その段階にはないことが推測される。 

原告がこれまでに入手した報告書は以下のとおりである。  

①「Ｈ１４ダムサイト地質調査解析業務報告書」（平成１５年３月） 応

用地質株式会社 

  それまでの地質調査等をまとめた報告書で、左右両岸で実施された７

４本のボーリング調査結果の分析に基づく地質調査報告書である（以

下、単に「解析業務」ともいう）。これを甲Ｄ第１号証とする。 

②「Ｈ１５ダムサイト地質調査（その１）報告書」（平成１６年３月） 応

用地質株式会社 

  追加ボーリング調査結果に基づく左岸の地質調査報告書である。こ

れを甲Ｄ第２号証とする。 

  以下には「地質調査（その１）」と表記することもある。以下同じ。  

③「Ｈ１５ダムサイト地質調査（その２）報告書」（平成１６年３月） 国
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土交通省関東地方整備局八ツ場ダム工事事務所、 パシフィックコンサ

ルタンツ株式会社 

   追加ボーリング調査結果に基づく右岸の地質調査報告書である。こ 

れを甲Ｄ第３号証とする。 

④「Ｈ１５ダムサイト地質調査（その３）報告書」（平成１６年１１月） 

日本工営株式会社 

   追加ボーリング調査結果に基づく左岸の地質調査報告書である。こ

れを甲Ｄ第４号証とする。 

（２）関東地方整備局では、「まだ調査中」 

 そして、関東地方整備局の説明によれば、まだ調査中であるとのことで

あるが、平成１７年９月の時点では、上記の④の報告書の後には、同種報

告書は納められていないとのことであった。したがって、これまでの調査

で明らかになった事実で詳細設計はできないはずである。  

以下には、現在までに原告が入手している上記のような調査報告書に基

づいて、ダムサイトの危険性と問題点を指摘するものである。  

（３）その他の主な資料等  

 原告らは、上記の資料のほかにも、長野原町教育委員会が作成した「地

形・地質」やその他の若干の資料も入手しているが、それらについては引

用の箇所で表示をすることとする。  

 

第 1 ダムサイトの地形・地質の概要  

１ ダムサイトの概況  

（１） 吾妻渓谷は、吾妻川の中流部に位置している。この渓谷の景観は、

数万年という短い時間に河川が固い火山岩類の岩盤を下方浸食して形作

った自然の造形である（甲Ｄ第１号証 「Ｈ１４ダムサイト地質解析業務

報告書」４０頁。以下「解析業務」とも表示する）。この数万年という時
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間は、地形・地質の形成史からみれば極めて短い時間と言われる。切り立

った断崖、マグマが岩の割れ目に貫入してつくった特異な形象で名高い観

光名所となっている。 

（２） 吾妻渓谷といっても、ダムサイトの上流側と下流側では谷の景観

はかなり異なる。ダム堰堤の予定地の直下流からは川幅は極端に狭まり、

岩肌は荒々しくむき出しでＶ字状の谷が形成されている。一方、ダムサイ

トの上流側では、谷幅は広がり段丘には人の集落が拓けている。 

（３） こうした河岸の光景の相違は、ダムサイトの上流側と下流側では、

河道の両岸の地質が大きく異なっていることを示している。  

 ここに、ダムサイトの鳥瞰図、八ツ場ダム平面図等、地形図（２万５千

分の１）を示す（添付図面、添付写真等は、一括して本書面末尾へ）。 

    図―１  八ツ場ダム貯水池鳥瞰図（関東地方整備局ＨＰより） 

 図―２  八ツ場ダム平面図等（（関東地方整備局ＨＰより）  

    図―３  長野原町地形図（２万５千分の１）  

 

２ ダムサイトの地質構成の特徴  

（１） ダムサイトを含めその下流側の地質は、地質年代としては新しい

時期とされる「新第三紀鮮新世」（５００万年前～１６０万年前）に噴出

した火山岩類で、その時期に噴出した溶岩と火山灰、溶岩が破砕された火

山礫、火山角礫などが固まったものが主体である。「八ツ場安山岩類」（以

下「八ツ場層」という）と呼ばれている。火山灰や火山礫等が堆積して固

まったものは火山砕屑岩あるいは火砕岩などと呼称されている。八ツ場層

は、基本的には堅硬であり、それゆえに急激な川の侵食に対してもその影

響は広範囲には及ばず、断崖を形成したのである。しかし、この急激な岩

の浸食は、岩盤の内部に「シーテイング節理」を生んだ。左右両岸とも、

低角度の亀裂が無数といってよいほどに発達している。これが、今、ダム
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サイトの岩盤の強度を確保する上で、大きな不安定要因となっているので

ある。このことは後に詳述する。  

（２） そして、もうひとつの特徴は、貫入岩とか貫入岩脈、さらに規模

の大きい貫入岩体と呼ばれる安山岩の存在である。これらの貫入岩は、八

ツ場層が固結した後に、深部のマグマが岩盤の割れ目などを通じてなお上

昇し、地表近くで固まったものである。人々はこれを龍が昇る姿や龍が臥

している姿になぞらえたりして、観光スポットとなっている。当地の貫入

岩はそれ自体は堅硬であるとされているが、節理が多くばらばらになり易

いこと、周辺の岩盤を変質させたり風化を促すこと、その周辺に高角度の

開口亀裂を発生させて高透水帯を形成していること、などの事実が指摘さ

れている。マグマの上昇の際に周辺の岩盤を変質させた例として、ダムサ

イト左岸の「擾乱帯」の形成が挙げられている。そして、「河床部に見ら

れる地質の内では安山岩貫入岩体（Ｄａ１）の強度が低く」、「河床部に広

く分布する安山岩貫入岩体（Ｄａ１）のせん断強度が、ダム堤体基本形状

を決定する」とも指摘されている（甲Ｄ第１号証「解析業務」９２頁）。  

（３） 当地の地質の構成を総括すれば、安山岩質の溶岩、そして火山灰

や溶岩の破砕された火山礫や火山角礫が固まった火砕岩、貫入岩（岩脈、

岩体を含む）で構成されているということになる。これらのことからも知

られるように、当地では、地質年代的には、近くまで火山活動が活発であ

ったことを示している。 

（４） 前述のように吾妻川の急激な下方浸食は岩盤に無数と言ってよい

開口亀裂（シーテイング節理）を発達させた。亀裂は岩盤を高透水のもの

とするが、透水性はダムの難敵である。また、この亀裂は岩盤のせん断強

度を著しく劣化させる。そして、貫入岩の存在は、前述のとおり岩盤の強

度に複雑な影響を与えているだけでなく、ダムサイトでは、数枚の貫入岩

脈が同所の岩盤を、横断面において少なくとも２つないし３つのブロック
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に分断している。 

（５） また、温泉（川原湯温泉）の存在は、岩石に熱水変質をもたらす

副産物を生んでいる。ダムサイト右岸ではダム軸の直ぐ上流地点まで温泉

の高熱による熱水変質が及んでいる。強い影響を受けたところでは、安山

岩は原型をとどめず、地表ではボロボロの姿を見せている。そして、ダム

サイトの右岸から直下流を横切る断層の存在も指摘されている。 

観光スポットとして名高い吾妻渓谷であるが、ダムサイトとしては様々

な問題点を抱えているのである。  

（６） ここに、地質平面図を示す。同図には、ダムサイトの主要な地質・

岩盤等の地質名、それらの形成された地質年代、そして地質の特性が記述

されている。想定されているダム堤体の位置も記されている。これらの各

地質等については、必要の都度詳述することとするが、大局的にみれば、

濃い赤色系統は「貫入岩類」と「安山岩貫入岩体」であり、緑色系統は安

山岩類の「火砕岩」、「溶岩」である。この図からも明らかなように、当地

では、既存の八ツ場層に地下から上昇し貫入してきた岩体や岩脈が多いと

いうことである。このことからも地盤はもめていることが想定できる。 

   

    図―４  「ダムサイト地質平面図」（甲Ｄ第４号証「地質調査

（その３）」の図３－２－１より）  

 

３ ダムサイトの上流側 

（１） ダムサイトの上流側であるが、同じく安山岩類で構成されている

が、八ツ場層よりも地質年代としては、ひとつ新しい時期の形成となり、

「林層安山岩」と呼ばれている（長野原町の教育委員会発行の「地形・地

質」では「横壁層」と呼称されている）。林層安山岩は固結度が低く脆弱

である。岩盤の性質というよりも土に近い性質すらをなくしていない。 
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（２） ダムサイトの上流域は、およそ８ｋｍにわたって湛水域となるが、

湛水する斜面のほとんどは地すべり地形を呈している（国土交通省によれ

ば、２２を数えるという）。左岸・林地区では、現に大規模な地すべりが

起こっている。林地区とダムサイトとの中間に位置する二社平地区は、吾

妻川に突き出している尾根が地すべり地である。径が数メートルもの巨岩

が転石・浮石となって尾根筋に積み重なり、あるいは立木に引っかかって

いる。斜面下の吾妻川の川面には、斜面を転がり落ちたであろう巨岩があ

ちこちに鎮座している。 

（３） 右岸の横壁地区では、貫入岩体の垂直の岩壁が山体から剥離・崩

壊して、その崖下に緩斜面を形成しているが、この緩斜面が再び滑動して

いるのだという。そして、その下部の基岩である林層は貫入岩体の影響を

受けて破砕、変質して土砂化している部分も多い。また、国土交通省は、

横壁の小倉地区において、河岸に形成された段丘に盛土を行って住民への

代替地を造成しているが、段丘を構成している土石流堆積物と段丘堆積物

は透水性が高い。造成盛土の下部と土石流堆積層は貯水池の満水位より低

く、貯水位の上下に伴う地下水位の頻繁な昇降にさらされるが、コンサル

タントの調査報告書も、この斜面からの土砂流出の危険性を指摘している。

造成地の土砂が日常的に流出する危険をはらんでいるのである。 

（４） ダムサイトより上流側の貫入岩体は下流側に比すればその規模が

非常に大きい。下流側の貫入岩（岩脈）は１枚、２枚と数える板状（屏風

状）のものであるが、上流側のそれは、ひと山、ふた山と数える大きさで

ある。右岸、川原湯と横壁地区の間にそびえる金花山（１０７２ｍ）は不

動沢岩体、堂巌山（９８８ｍ）は白岩沢岩体でできた山である（この呼称

は、地元の呼称による。各調査報告書では、「白岩沢岩体」は区分されて

いず、全体を「不動岩貫入岩体」としている）。これらの山体の径はキロ

メートル単位の大きさである。  



11 

（５） 左岸では、天狗岳が久森貫入岩体でできている。このようにダム

サイト上流側の両岸の稜線は、貫入岩体や火山体で構成されている。そし

て、貫入岩体は上位の岩盤を押し上げて昇ってきたものなので周辺に破砕

帯や断層・亀裂を多数発生させている。そして、火山活動は新しい地質年

代（第四紀）まで継続していたといわれる。 

（６） 林層安山岩の固結度が低いこと、そして、巨大な貫入岩体の存在

とその影響が吾妻川両岸の斜面を大きく不安定化させている。このことは、

別の準備書面で貯水池地すべりの危険性を指摘するので、ここでは以上に

とどめる。 

 

第２ 吾妻川と周辺の地形形成史  

１ 千曲川の流域支川と合した吾妻川  

（１） 現在の吾妻川は、長野県との県境の鳥居峠から発しているが、数

万年前は、八ツ場ダム予定地の辺りを境にして、西側は千曲川の流域に、

東側が利根川の流域となっていたという。ダムサイト予定地は、標高１０

００ｍないし１５００ｍの山稜に囲まれた狭いＶ字谷となっているが、か

っては、左右両岸の稜線はつながっていて、西側の水域と東側の水域を分

水する尾根を形成していた、と言われている。 

そのころ浅間山（広義の呼称による）の火山活動で、前記の尾根の西側

を北から南に流れる川（現在の白砂川が想定されている）の流路が堰き止

められ、「古吾妻湖」という湖ができた。しかし、やがて、引き続く浅間

山の活動でこの湖水が溢れ尾根を東に越えて流路を形成し吾妻川に合し

た、とされている。 

（２） その後の吾妻川、とりわけ現在の吾妻渓谷あたりの下方浸食は大

きく、一帯の地盤の上昇もあって激しいものとなったといわれている。吾

妻渓谷の両岸に注ぐ支流は滝となって本川に流れ落ちているが、これは、
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本川の急激な下刻に支流のそれが追いつかなかったことを示すものであ

る。 

（３） この吾妻川の急激な下方浸食の結果として起こった「シーテイン

グ節理」の存在は、もとより岩盤の強度を弱めるもので、ダムサイトの安

全性について深刻な技術的問題として浮上している。「シーテイング節理」

は、河川の強い下方浸食に伴って上位の岩盤が削剥され、上載荷重が急激

に除去されたことによる岩盤のリバウンド現象（上載荷重が減少すること

による浮き上がり）、と説明されている。 

 

２ 急激な下方浸食が生んだ無数の開口亀裂とその影響  

（１） ところで、この数万年の間に吾妻川の急激な下方浸食が起こった

こと、その結果、八ツ場層中にシーテイング節理が多数発達したこと、シ

ーテイング節理の中で「開口割れ目」とか「開口亀裂」と呼ばれる亀裂は

高透水帯を形成していること、そして、開口亀裂の存在は岩盤強度を著し

く弱めるものであること等については、異論はない。そして、この開口亀

裂が面的に連続して広がっていると、岩盤のせん断強度を著しく低下させ

ることについても異論はない。このことは、これまでにダムサイトを調査

した技術コンサルタントの調査報告書に記述されている。  

（２） 甲Ｄ第１号証「Ｈ１４ダムサイト地質調査解析業務報告書」は、

上述の古吾妻湖が八ツ場の尾根を溢流して現在の吾妻川が形成されたと

いう河川形成史と、河川の浸食作用並びにそれがシーテイング節理を発生

させたというメカニズムに関して、分かりやすい３枚の図を提供してくれ

ている。これらを示す。 

     図 ５ 「浅間山の噴火と吾妻川の変遷」  

（甲Ｄ第１号証「解析業務」の図３－１－９）  

     図 ６ 「ダムサイトの地形発達史」  
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（同「解析業務」の図３－１－１０）  

     図 ７ 「ダムサイトシーテイング節理の形成と透水性、地下 

水位の分布」  

           （同「解析業務」の図３－１－１１）  

 

（３）この図に示されている地形発達史の一つの特色は、吾妻川の東への

越流以前から、南北に連なる稜線には、高角度の３本の大亀裂が存在して

いたと想定されていることである。この大亀裂の存在は、当地の地形を考

察する上で既定の条件となっていると思われる。本準備書面においては、

これを「垂直大亀裂」と表現しているが、「解析業務」では地下水位検討

図などでは、「想定クラック」と表現している。この「想定クラック」は

様々な影を落としている。 

（４）もう一つの特色は、削剥された両岸の岸壁に、河道に向かって角度

の浅い開口割れ目（亀裂）が発生しているという事実である。ダムサイト

の安山岩類には無数といってよい亀裂が発生している。そして、これらの

亀裂が、岩盤の全体としての強度を著しく低下させているのである（ただ

し、その後の調査によって明らかになった開口性割れ目の分布からすると、

ここに言う「シーテイング節理」ですべてが説明できるわけではない。「解

析業務」の判断に対する疑問は、「第５」で述べる）。  

 

３ ダムサイト地盤の亀裂の概要  

（１） シーテイング節理は、ダムサイト付近の河床標高（略４８０ｍ）

から両岸の斜面沿いに頂部まで密に発生している。このシーテイング節理

は、ヘアクラックと呼ばれる亀裂の幅を計測できない無数の亀裂から、開

口の幅が数ｍｍの亀裂、数ｃｍのもの、中には２０ｃｍ程度のものも存在

している。亀裂のある岩盤に大きな荷重をかければ圧壊することがある。



14 

また、亀裂は地下水を通過させたり、保水したりする。また、亀裂が相当

に多数で、かつ水平に連続しているというような場合には、岩盤が岩の積

み木のような状態となり、岩盤のせん断強度を著しく減殺することになる。 

（２） 開口性割れ目の分布であるが、本準備書面の「図―７」からも知

れるように、平面分布としては、ダムサイトにおいて上下流方向にも、山

側にも広く拡がっている。垂直的な分布としては、河床標高から斜面沿い

に山地頂部まで全面的に発生している。特に、河床標高（４８０ｍ以上）

付近の岩盤中には、低角度の開口性割れ目が連続しており、高透水帯を形

成している。しかし、河道の横断面上の左右両岸のそれぞれ山側方向（左

岸は河床から北西方向、右岸は南東方向）への水平的な広がりについては

その境界線（外縁）は未だ確定されていない。 

（３） ダムの基本的な安全基準としては、まず、コンクリート構造物等

を支えるに足りる岩盤の強度が必要であり、同時に地盤が難透水性である

ことである（「建設省 河川砂防技術基準案」による。同基準案解説「設

計編Ⅰ」１５７頁。 本準備書面の「第４章の第２の１」に記述）。 

シーテイング節理は、岩盤に求められているこの二つの基本的な要請に

とって、大きなマイナス要因となるものである。技術コンサルタントの調

査報告書から見ると、国土交通省はダムサイト地盤の亀裂の性状やその範

囲の調査に勢力を注いでいるところである。そして、未だこの難問に解を

見出し得ないでいることが窺える。  
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第２章 ダムサイト岩盤の脆弱性、危険性  

大型の公共土木工事、とりわけダムやトンネル、長大橋などの建設では

一定の物理的な危険性や経済的な採算リスクが付きまとうことは不可避

的である。そこで、そうした公的施設を作り、あるいはその資金負担を行

う行政は、その安全性や経済採算について事前に十分な調査を行い、自ら

の判断で安全性や経済合理性の存否を確認し、それらが確認できたときに

始めて事業に参加すべきである。そして、地方自治体は、住民から求めが

あったときは、これを公表、公開し、その安全性等を説明すべき義務があ

る。 

 ところで、本件ダム建設事業においては、ダム建設予定地には、ダムの

基礎地盤として以下に述べるような安全性に対する大きな危惧が存在し

ている。被告らは、少なくとも、こうした疑問に答え、その安全性を立証

する義務が存在すると考える。  

 

第１ コンクリート堤体の基礎とはなりえない擾乱帯の存在  

１ 問題点とこの項の論旨  

 ダムサイトには、河道を跨いで左右両岸に堤高１００ｍ～１３０ｍの巨

大なコンクリート堰堤が築造される。こうした巨大な構造物を受ける基礎

地盤は十分な強度を備えていなければならないが、堰堤がのる左岸の基礎

岩盤は、ダム基礎としては不適格とされる「ＣＬ級岩盤」（本準備書面 第

４章の第１で述べる）で構成されている。現河床からおよそ３０ｍ北西側

（山側）で、１０ｍ強の幅で、ダム軸の上流側約４０ｍから下流８０ｍく

らいまで、そして深度５０ｍくらいまで、この不適格地盤が続く。地質調

査会社は、ダムを造るとすれば、この脆弱な岩盤を削り取ってコンクリー

ト基礎に置き換えることを提案しているが、現在、国土交通省はこの提案

を取り入れていない。国土交通省は、自ら設定している基準すら守ろうと
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しないかのようである。 

 

２ 「解析業務」が「擾乱帯」と命名した左岸の脆弱岩盤  

（１） 「Ｈ１４ダムサイト地質調査解析業務」（甲Ｄ第１号証）は、左

岸基礎部には、「堤体の滑動に対する安全が確保されない」地盤が存在す

る（９６頁）としている。これを「擾乱帯」と命名しているが、次のよう

に述べている。擾乱帯の平面位置は、「図―８ 調査計画断面図」（測線１

５上の黄色の部分）のとおりである。 

   「明瞭な断層破砕帯となっていないが、やや脆弱で、鏡肌を伴うや

や破砕質なゾーンが左岸河床の河道方向の－１軸から２軸まで連続

することが確認できる（写真３－１－７）。水平ボーリングＢＬ－３

３では、約１２m の厚さを確認しており、ほぼこの厚さで連続すると

考えられる。ただし、河床直下のボーリングでは認められず、深部に

は連続しないものと考えられる。一般の断層とはやや性状が異なるた

め、ここでは、擾乱帯と呼ぶ。」（甲Ｄ第１号証 ３８頁） 

   「擾乱帯の性状は一般的な断層のように、粘土化帯や著しく破砕さ

れたゾーンを伴わない。しかし、暗色に変色し、岩片がやや軟質化す

るとともに、礫状に割れやすい。それらの割れ目には、鏡肌が認めら

れ、割れ目に沿って分離しやすい特徴がある。後述する岩級区分では

ＣＬ級が主体をなしている。」とする（同３８頁）。 

（２） そして、擾乱帯の成因については、「擾乱帯が安山岩貫入岩体（Ｄ

ａ１）とほぼ同方向に伸びることから、Ｄａ１貫入時に生じたのではない

かと考えられる。」（同３８頁）とされている。 

   この擾乱帯はダムの基礎地盤としては使用することができない岩盤で

ある。擾乱帯のボーリングコアの写真を「写真１」に示す。また、擾乱

帯のボーリングコアではないが、この擾乱帯の岩級区分である「ＣＬ級
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岩盤」のボーリングコアのサンプルを写真に示す。「写真２」である。こ

の写真から明らかなように、「ＣＬ級岩盤」は巨大なコンクリート構造物

の基礎となり得る岩盤ではない。  

       図―８   「調査計画断面図」  

（甲Ｄ第１号証「解析業務」の図５－２－４） 

        写真 １  「ＢＬ－３３ 擾乱帯のコア」  

（同「解析業務」の写真３－１－７）  

        写真 ２  「ＢＬ－３ ＣＬ級岩盤のコア」  

（同「解析業務」の写真４－１－４）  

 

３ 調査会社はコンクリートによる「置き換え」を提案  

   そして、「解析業務」は、同報告書の他のパートすなわち、工学的な対

策を検討する部分では、この擾乱帯の危険性を指摘し、工学的な対策と

して次のように述べ、人工的なコンクリートによる基礎の置き換えを提

案している。 

   「左岸河床沿いに上下流方向に延びる擾乱帯は、幅１０ｍ程度、岩

盤区分ではＣＬ岩盤である。この位置でのダム高は９０～１００ｍと

見込まれ、ダム基礎にはＣＨ岩盤が必要である。擾乱帯が上下流方向

に延びていることもあり、堤体のブロック割によっては、１ブロック

の基礎の大半がこの擾乱帯に当たり、堤体の滑動に対する安全が確保

されないことになる。その場合は、擾乱帯を掘り込んでコンクリート

によって置き換え、これを人口の地盤とみなしてその上にダムを構築

することで対応可能である。」（９６頁）。 

 

４ 現計画では「擾乱帯」は放置されている  

（１） 擾乱帯の写真、ＣＬ級岩盤の写真からも明らかなように、この岩
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盤にダムの堤体を築造することはできない。どうしてもダムを造るという

のなら、この部分の岩盤の入れ替えを行わなければならない。ダム軸の上

流４０ｍくらいから下流８０ｍくらいの地盤に、幅１０ｍ強、深度５０ｍ

程度（約６万? ）にわたって擾乱帯は存在するから、コンクリートとの入

れ替え工事も当然、大規模工事となる。 

（２） しかし、国土交通省は、そのホームページで見る限り、「解析業

務」の提言を受け入れていない。ＣＬ級の岩盤に重力ダムを築造すること

は安全基準にも反することになるはずであるが、現計画（平成１５年１１

月公表 ホームページによる）では、これを取り入ていない。すなわち、

危険な基礎岩盤である「ＣＬ級岩盤」の上にコンクリートダムを築造する

計画なのである。 

 

第２ 熱水変質帯の存在―温泉の熱で岩質はボロボロ  

１ 問題点とこの項の論旨  

 右岸のダム軸の直上流、約４０ｍのところには、温泉の熱水変質を受け

て原岩の姿を止めず、ボロボロになった地質がある。さらに上流側では、

この熱水変質帯が右岸一帯を占めるようになる。ダムサイト左岸は、前述

のとおり、岩盤の取替えをしなければならないほど岩盤の状況は悪い。な

ぜ、このような悪条件の場所へコンクリートの巨大構造物を作るのか誰し

も疑問に思うことだろう。少し、場所を移動させればよいと思うのだが、

上流側には、今述べた熱水変質を受けたボロボロの安山岩が、下流には、

見晴台という曲流部が待っている。現計画では、ダムサイトを動かしたく

とも動かすことができないのである。 

 

２ 多様な熱変質帯の存在  

（１）右岸ダム軸の上流に「中性の熱水変質」帯 
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右岸側で、ダムサイト予定地から１キロメートルくらい上流には、観光

的にもよく知られている川原湯温泉がある。ダムができれば水没する集落

である。ダムサイト右岸一帯の安山岩類は、この温泉の熱水で変質を被っ

ている。「解析業務」は次のように岩盤の熱変質の影響を報告している。  

 「右岸上流部には、熱水変質帯が１００～２００m 程度の幅で分布する。

この熱水変質帯は白色化を特徴としている。一部でスレーキングの特徴を

示すものもあり、著しく軟質化するものが見られるが、一部には珪化や脱

色は生じているものの強度の低下していないものも認められる。」（４４

頁）としている。ここで「一部でスレーキングの特徴を示すものもあり、

著しく軟質化するものが見られる」としているのは、原岩の姿を止めない、

ボロボロの状態をいうのであり、ダムサイトの岩盤としてはまったく不適

であるということを言っているのである。そして、そうした変質帯がダム

軸の直上流部に存在しているのである。もう少し「解析業務」の記述をみ

てみよう。 

（２）ボロボロになった安山岩  

 「解析業務」は、岩石が酸性の熱水に浸されると、脱色変質を起こして

白色を呈するようになるとしているが、それだけでは岩石の強度が低下す

るわけではない、としている。その後に引き続いて起こる「中性の低温熱

水変質」が岩盤の強度を弱めるとして、次のように記述している。 

 「珪化変質に引き続いて中性の低温熱水変質が生じている。これ

は珪化変質を及ぼした熱水が次第に酸性から中性に変化し (その過程

で温度も低下した可能性が強い )、強酸性の熱水では生じないスメク

タイト（ 膨潤性の粘土鉱物：よく見られる、ダムサイトで確認さ

れたものはその一種である Ca モンモリロナイト ）が生じるように

なったものである。スメクタイトの生成温度からみて１００～１５

０℃程度の温度で長期間にわたって変質が行われたものと考えられ
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る。スメクタイトが生成された事から一般に軟質で、その程度によ

り岩盤は劣化する。著しいものは膨潤 (岩石が吸水して膨らむ現象 )

やスレーキング( 吸湿・乾燥の繰り返しで岩石が破壊されて土砂状

になる現象 )を起こしやすく、掘削してから時間のたったボーリン

グコアが崩れたりクラックが生じたりしているものも見られる。こ

のような変質はその程度により岩盤が劣化しているのみならず、掘

削して放置されると時間の経過とともに岩盤が劣化する事もあるた

め、ダム基礎岩盤の評価では特に注意しその分布を明らかにする必

要がある。」（４７頁） 

 ここに「中性熱水変質を受けた岩盤」のコア写真を、「写真３」として

示す。  

      写真 ３ 「ＢＲ－６ 中性熱水変質を受けた岩盤のコア」

（甲Ｄ第１号証の写真３－２－１）  

 

３ ダム軸の選択を狭める熱水変質帯  

（１） ここで「スレーキング」とは、原岩がバラバラになって岩の体を

なさない状態をいうのである。したがって、ダムサイトの基礎地盤として

は全くの不適地であることは言うまでもない。その写真にあるように、到

底、この上にコンクリート堤体を乗せられるような基礎ではない。              

（２） 今のダム計画では、ダム軸は河道に直交していない。右岸がやや

下流側へずらされている。地盤の問題がなければ、ダム軸は当然に河道に

直交するように設計されるのであるが、「中性の熱水変質」によって、ス

レーキングしている地盤があるのでそれを避けるために、ダム軸を下流側

へずらしているのである。そのダム軸と原岩の姿を止めないぼろぼろの安

山岩との距離はわずかに４０ｍである。その上流側には、幾本ものボーリ

ングが変質した岩盤のコアを掴んでいる。ダム軸を自由に選択、設定でき
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る状況にはないのである。熱水変質岩石の露頭平面図を示せば、次の通り

である。この図の赤丸は、熱水変質した岩石をつかんでいるボーリングを

示している。ダムサイトの直上流まで、熱水変質帯が迫っているのである。 

図―２２ 「変質の露頭平面図」  

（甲Ｄ第１号証の 図３－２－２）  

        

（３） 「解析業務」では、ダム軸を決定するについて、熱水変質帯の位

置を正確に調査する必要があるとしているが、その後の調査報告書には現

れていないと思われる。 

 

第３ 高透水岩盤の性状とその分布―「解析業務」の調査結果から  

１ 問題点とこの項の論旨  

（１） 新鮮で、堅硬な岩盤は水を通さないか、難透水性である。ダムは

貯水施設であるからダムサイトの基礎岩盤から水が漏れるようでは困る。

また、岩盤が地下水を保有しているとか、透水性が高いというのは、風化

が進んでいるか、開口亀裂をもっているなど岩盤の劣化の信号でもある。

そして、基礎地盤の漏水がダム堤体の破壊につながった事例もある。 

 そこで、後述するところであるが、河川砂防技術基準はダムの岩盤には、

難透水性を求めている。数値的な基準としては、透水度を示すルジオン値

で「Ｌｕ２」（注）以下としている（河川砂防技術基準案解説「設計編Ⅰ」

１７０頁。 本準備書面「第４章の第２の２」に記述）。  

   [注 ] ルジオン値  「ボーリング孔１ｍにつき１０ｋｇｆ／ ?

｛0.981Ｎ／? ｝の注入圧力で１Ｌ／ｍｉｎ

入れば、１ルジオン値であるとしている。」  

 

（２） ダムの基礎岩盤の透水性が高い場合には、遮水剤（セメントミル
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クなど）を注入するなどして対策を講ずることになる。それが、「カーテ

ングラウチング」という工法である。このダムサイト岩盤のルジオン値は

異常に高い。「２０Ｌｕ」以上を高ルジオン値というが、ここの岩盤は１

００，２００、数百という値も出ている。国土交通省は、ダムの基礎に当

たる部分の岩盤を、全部グラウチングカーテンで巻く工法を採用しようと

している。もとより、その範囲などの詳細は決まっていない。そのため、

国土交通省は、何回も地質調査会社に発注して調査を繰り返しているが、

調査すればするほど問題点が出てきて、次の調査が必要となり、逆に調査

範囲が広がるのである。担当した調査会社では、そのたびごとに、「さら

に調査が必要」としている。この現場には技術上の問題が山積しているの

である。  

（３） 岩盤の透水性の問題は、透水性対策への懸念だけではなく、岩盤

の強度と直結している問題でもある。この調査が終わらないとダムの本体

設計などにも着手することができないはずである。 

こうした問題について、以下には、まず「解析業務」（甲Ｄ第１号証）

の調査結果に基づいて点検し、順次、「Ｈ１５ダムサイト地質調査（その

１）」報告書（甲Ｄ第２号証）、「Ｈ１５ダムサイト地質調査（その２）」報

告書（甲Ｄ第３号証）」、「Ｈ１５ダムサイト地質調査（その３）」報告書（甲

Ｄ第４号証）に基づいて点検を行う。 

 

２ 左右両岸の岩盤には多数の亀裂があり、高透水帯を形成している  

（１） ダムの基礎となり取付部となる左右両岸の岩盤には、無数のヘア

クラックと多数の開口割れ目（亀裂）が存在していることが推定されてい

る。この開口割れ目の形状や分布のイメージは、先の「図６ ダムサイト

の地形発達史」に示されているが、「解析業務」は、これを「シーテイン

グ節理」と呼び（５６頁）、その分布や成因を次のように解説している。  
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「図３－３－１に示すように、開口割れ目の分布は、標高４８０m 付近

の河床標高付近より高位標高で数が多くなる。特に、河床標高で開口割れ

目が多い」（５６頁）と記述している。 

ここに、「開口割れ目の標高毎の頻度部分布図」を示す。 

図―９ 「開口割れ目の標高毎の頻度部分布図」  

（甲Ｄ第１号証の 図３－３－１）  

 

（２） このように、ダムサイトでは吾妻川の両岸から河道に向かって低

角度の開口割れ目が認められる。これらの開口割れ目は地表からも観察で

きるし、多数のボーリングで確認されている。「解析業務」が指摘するよ

うに、河床標高は４８０m 前後である。開口割れ目は河床標高から上部１

００ｍにわたって多数発生していることがわかる。その数は、河床標高で

６０、約１００ｍ上方で６７といった具合である。 

 ここに、地表から観察できる低角度割れ目の写真を示す。  

      写真 ４  「左岸の低角度割れ目を示す写真 ３枚」  

（写真３－３－１～３） 

 

（３） この開口割れ目の成因であるが、同報告書は、「ダムサイトの開

口割れ目は、長期間の吾妻川の浸食にともない、長期間かけて削剥の結果

生じる上載荷重除荷により生じたと考えられる。このような急激な上載荷

重の除荷は、３－１－２（４）で示したように、ダムサイト周辺の地形・

地質発達史の面からも考察できる。」（５６頁）。 そして、この亀裂を「シ

ーテイング節理」と呼んでいる（５６頁）。 （原告代理人注 「３－１

－２（４）」とは、先の３枚の図面等による説明を指す） 

このように、河道両岸に存在している岩盤の高透水帯は、吾妻川の長期

間にわたる岩盤浸食にともなって発生した現象であるから、河床標高以上
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の両岸に広く分布している。これが両岸の高透水帯の主な形成原因である

と説明されている。 

 

３ 高透水帯の水平的広がりについて  

 「解析業務」（甲Ｄ第１号証）は、次のように記述している（７６頁）。 

 「ダムサイトの地下水観測井（既存ボーリング孔）の観測結果に基づく

地下水位等高線図（付図１１７参照）によれば、地下水位の分布は極めて

単純で、次のような顕著な特徴がある。 

① 両岸の広い範囲で地下水位は河床標高にあり、極めて一定である。 

② 吾妻川本川から離れると、急速に水位が上昇しており、描かれる等高

線が極めて密になっている。 

③ 地下水位の急変部から山側では、地下水位は比較的一定で、左岸側で

はＥＬ５８０m 付近、右岸側ではＥＬ５７０m 付近にある（常時満水

位ＥＬ５８３m）。」 

 これらダムサイト両岸の、岩盤の透水性を図に示せば、次のとおりであ

る。 

    図―１０  「地下水位検討図 －１断面図」  

（甲Ｄ第１号証の図５－２－３（１））  

    図―１１  「地下水位検討図  １断面図」  

（甲Ｄ第１号証の図５－２－３（２））  

 

４ 高透水帯の境界線について―左岸について  

（１） この報告書（甲Ｄ第１号証）の記述するところによれば、河道を

挟んで３５０ｍ～４００ｍくらいの幅では、両岸の岩盤の地下水位は河床

標高付近にあり、その外側では急激に地下水位は高くなる、ということで

ある。このように、河道から離れた一定の箇所に地下水の急変部があるこ
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とを指摘している。 

 同報告書は、左岸において、ＢＬ―３５（原告注 ボーリング番号であ

る。「Ｌ」は左岸、「Ｒ」は右岸を示す）の深度８２ｍ附近の「開口した割

れ目」で地下水位が急変したとし、この「開口した割れ目」が山側と川側

の地下水位の状況を区分している原因だとした（もとより、調査では、こ

のほかのボーリング結果も検証している。）。そして、「したがって、開口

性割れ目が地下水位急変の原因であったと判断される。ここでは、割れ目

を挟んでの透水性の差が大きい事から、それが地下水位の急変の原因であ

ると考えられる。すなわち、この割れ目を境にして何らかの原因で川側の

ゾーンの透水性が高くなり、結果として地下水位を河床標高附近まで低下

させている。」（７６頁）とする。その判断結果が、先の「地下水位検討図」

（図１０、図１１）に示されているところである。なお、「ＢＬ―３５」

のボーリング地点は、河床中心部からおよそ北西３００ｍのところである

が、このボーリングは６０度の斜めボーリング（長さ１６０ｍ）であるこ

とから、このボーリングで同所の直下の河床標高（４８０ｍ）の地下水の

状況が把握できるわけではない。  

（２） このように、同報告書は、「開口性割れ目」が地下水位の急変部

を形成していると判断した。しかし、本来、「開口性割れ目」が遮水帯と

しての機能を果たすことはないはずである。同報告書も、もとよりその点

は認識しており、「割れ目が遮水帯として働くことは一般には考え難いが」

としながら、「本来透水性の低い岩盤に優勢な割れ目があって、応力解放

に伴うリバウンドなどによって生じるシーテイング節理などの分布が優

勢な割れ目に規制され、その両側で連続しなくなった場合、割れ目が結果

として不完全ながら遮水帯として働くことは十分考えられる。地下水位の

分布状況から見て遮水帯の存在している可能性は極めて高いが、これまで

の調査ではここに割れ目以外の遮水帯となりうる地質構造は見出されて
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いないために、当面の作業仮説としてはその様に考えざるを得ない。遮水

帯を形成している地質現象については今後の調査が必要である。」とした

のである（７９頁）。  

（３） 同報告書は、前記のように「開口性割れ目が遮水帯の役割を果た

している」との仮説を立てて、当所の地下水位急変の事情を説明している

のであるが、「開口性割れ目」自体の成因については解説がない。また、

「解析業務」（甲Ｄ第１号証）の地下水位検討図（本準備書面 図―１０、

１１）における「想定クラック」は、本文中の「開口性割れ目」を意味し、

同報告書の吾妻川形成史に出てくる八ツ場の尾根に想定されている３本

の垂直大亀裂（本準備書面 図―７参照）にあたるものであると考えられ

るが、「解析業務」では、そのことについての積極的な説明はない。 

（４） ところで、高透水部の所在や位置を見極めるのは、「グラウチン

グカーテン」の範囲を決めるために行うのである。それゆえ、「業務解析」

のいう「開口性割れ目」よりも山側の岩盤は止水対策を必要としない岩盤

であるかどうかの確認は不可欠となる。 

「解析業務」も、追加の調査が必要としており、自身の判断を確定的な

ものだとはしていない。果たして、その後行われた「地質調査（その３）」

報告書（甲Ｄ第４号証）の調査において、「解析業務」が描いた左岸山側

の地下水分布は大きく修正されることになる。「開口性割れ目」が遮水帯

の役割を果たしているという仮説は短い命を終わることになる（この点、

本章の「第５」で述べる）。「解析業務」での調査を担った応用地質株式会

社の判断の誤りを非難する気持ちはないが、こうした基本的な認識がばら

ばらでは適切な対応ができるはずはない。専門家の間でもこれほど見解が

分かれるということは、それほど現場の岩盤状況が複雑だということなの

であろう。 
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５ さらに不明確な右岸の状況  

（１） 「解析業務」（甲Ｄ第１号証）は、左岸は河道寄りの高透水帯と、

山側の難透水帯との境界ははっきりしているが、右岸では、地下水位の急

変部の山側でも岩盤の透水性が高く、左岸と同じような説明は困難である

としている。しかし、結局は、左岸側で説明したのと同様に、優勢な割れ

目が存在していて、それが岩盤の地下水位を区分したのだとしている。技

術的で難解な議論となっているが、「解析業務」は次のように説明してい

る。 

   「右岸でも、地下水急変部の川側に位置するボーリング孔の深部に

おける掘削中孔内水位は、左岸と同様河床標高付近にあり、山側に位

置するボーリング孔では孔内水位はＥＬ５７０ｍ付近とかなり高い。

ここまでは左岸と同様である。」（７８頁）。  

この記述は、地下水位の急変部が存在するという点では、左岸も右岸も

同様であることを指摘しているのである。 

（２） 引き続いて「解析業務」は次のように指摘している。 

   「しかし右岸側では多少状況が異なっている」としている。  

   「地下水急変部附近に位置するボーリング孔、ＢＲ―２５（０断面）、

ＢＲ―３０（１断面）、ＢＲ１５（２断面）、ＢＲ―３４（―１断面）、

などはボーリングの進行がある深さを過ぎると掘削中の孔内水位

が上昇し、そのうち２孔は地下水位急変部の山側に位置するボーリ

ング孔の水位と等しくなっている。」 

    「また、地下水急変部より山側の透水性は左岸のように低くはな

く、シーテイング節理と見られる川側に緩傾斜した割れ目も見られ、

割れ目沿いの褐色汚染も広がっている。ここでは、地下水急変部よ

り川側のみが河床標高まで応力解放によるリバウンドを生じて透

水性が高くなり、このため山側とは地下水位が大きく異なっている
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との説明は成り立たない。特に、ボーリングが深部に達すると孔内

水位が上昇することの説明は困難である。」（７８頁）としている。 

（３）ここで、上述の各ボーリング地点の平面の相互関係を示すこととす

る。 

 河床中心部からの距離 60ｍ   100ｍ  150ｍ  190ｍ 

       （河床）    Ｂ３０  Ｂ１５  Ｂ２５  Ｂ３４  

               ＋１軸  ＋２軸   0 軸  －１軸  

（４）「解析業務」のいうところでは、右岸でも左岸と同様に、地下水位

の急変部は存在するが、右岸では左岸のように、それを境に岩盤の透水性

まで下がることはない、としている。左岸のように、「開口性割れ目」を

境にして、地下水位も上がる、透水性も小さくなると言うはっきりした変

化は示されていないことを指摘しているのである。右岸では境界線があい

まいであるというのである。そこで、「解析業務」は、「右岸側では、この

遮水帯の山側でも透水性は高く褐色汚染も広く見られる。したがって、応

力開放によるリバウンドは、山側にも生じていると見られる。その範囲は

これまでの調査結果からは判断できない。」とした（７９頁）。そしてさら

に、「ここで述べたダムサイトの地質・地下水状況は直接的な証拠に乏し

く推定の域を出ない。ダム基礎岩盤の止水処理（カーテングラウチング）

の計画を検討するためには、今後の調査で地下水急変部の地質状況を確認

する必要がある。」とも付け加えた（前同）。 

 結局、左右両岸で７０本以上のボーリングを重ねてきたが、それまでの

地質調査では、右岸の高透水帯の境界線を見極めることはできなかったと

宣言したのである。 

 

６ 「解析業務」による調査のまとめと「今後の課題」  

（１） 「解析業務」の高透水地盤問題に関する中間総括  
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ア 「解析業務」（甲Ｄ第１号証）は、ダムサイト地盤の透水性に関する

調査の結果を次のように小括している。 

   「ここで述べたダムサイトの地質・地下水状況は直接的な証拠に乏

しく推定の域を出ない。ダム基礎岩盤の止水処理（カーテングラウチ

ング）の計画を検討するためには、今後の調査で地下水急変部の地質

状況を確認する必要がある。 

しかしながら、左岸側では、地下水急変部より山側の透水性が低く

地下水位も常時満水位を超えている事から、ダム袖部のグラウチング

カーテンをこれに達するまで計画すれば問題はないと判断される。従

って、今後の調査で地下水急変部の実態が把握されれば十分であろう。 

   右岸側では、地下水急変部より山側でも概して透水性が高く、グラ

ウチングカーテンの延長に関して判断が難しい。仮に、地下水急変部

に推定した遮水帯が信頼される形で存在し、ダム軸より上流側で常時

満水位より上まで存在すれば、これにグラウチングカーテンを接続さ

せれば、かなり経済的で合理的な止水処理ができることになる。また、

透水性の低いボーリング孔ＢＲ―３４付近に透水性の低いゾーンが

広がって居れば、グラウチングカーテンをこの付近に延ばすことも考

えられる。右岸側については両者の可能性を追求するような調査を行

う必要がある。」（７９頁）。 

イ  結局、「解析業務」は、それまでの左右両岸で合計７４本行ったボ

ーリング調査の結果をまとめたものであったのであるが、それでも、ダム

サイトの岩盤の高透水帯と難透水帯との区分もできなかったということ

になる。これは調査会社の能力という問題ではなく、それほど当地の地質

や地下水の賦存状況が複雑であることの証左なのであろう。  

（２） 「解析業務」が設定した今後の調査課題 

 「解析業務」は、地盤の透水性調査の結果については、上記のように締
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めくくった。そして、全体の調査課題としては、次の 5 つを挙げた（甲Ｄ

第１号証 １０９頁）。 

  ① 左岸河床高での高透水帯の上下流への連続性および広がり  

   ② 左右岸での地下水位の変化点の位置および性状 

   ③ 低角度割れ目の性状 

   ④ 左岸河床に分布する擾乱帯 

   ⑤ 変質帯の分布、性状 

（３） 調査の必要性に関する「解析業務」の説明 

「解析業務」は、当然のことながら、上記の５点を調査対象としたこと

についてその理由を述べている。ここには、調査すべき問題点が整理され

ているので、同報告書が「調査計画の検討」として記述している部分をこ

こに紹介をしておきたい（同報告書１０９頁）。  

［調査計画の検討］ 

 「今回の解析では、これまでの調査結果を整理・検討して残された地質

上の課題を明らかにし、今後の調査のポイントを絞ることにあった。改め

て残された地質上の課題を整理すると次の通りである。 

① 左岸河床標高での高透水帯の上下流への連続性および広がり 

 高透水帯は上下流に連続すると考えられるが、上下流への連続性およ

び広がりを充分に把握し、止水ライン、グラウト計画の資料とする必要

がある。［現段階では，ボーリングがダム軸（０軸）に集中しているた

め、左岸深部（河床標高）での高透水帯の連続性が充分把握されていな

い。］ 

② 左右岸での地下水位の変化点の位置および性状 

 左右岸で、地下水位が不連続に変化している。グラウトの範囲を明確

にするために地下水位の変化位置及び性状を明らかにし、止水ラインの

比較検討する必要がある。地下水位の変化位置は、０軸左岸では、斜掘
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により明らかとなっているが、他の軸では不明確である。 

本解析では、地下水位の不連続な変化を開口割れ目等の分布によると考

えたが、今後その検証等を行う必要がある。 

③ 低角度割れ目の性状 

 高透水帯存在の原因に応力開放に伴う開口割れ目の存在が考えられ

ている。その開口割れ目は低角度のものも多く見られる（シーティング

節理）。そのような低角度割れ目（シーティング節理）は、連続的に広

がる場合にはダムの安定性に極めて大きな影響を及ぼすと考えられる。

したがって、低角度割れ目（シーティング節理）の性状、連続性を充分

把握し、せん断強度への影響を検討する必要がある。 

④ 左岸河床に分布する擾乱帯  

 左岸河床の擾乱帯は、幅１０m 程度で、－１軸から２軸の上下流にほ

ぼ連続するとかんがえられる。分布は鉛直および水平ボーリングで確認

している。しかし、今後ダムの座取り等の詳細な検討を行う段階では、

擾乱帯の処理方法を検討する上で、分布、性状（強度）の把握が必要と

なる。  

⑤ 変質帯の分布、性状 

 右岸上流の変質帯は、－１軸付近まで分布することが明らかになって

いる。今後、ダムの形状（せん断強度に基づく堤体形状の検討）を検討

した段階で、ダムの詳細な座取りを検討するには、変質帯の詳細な分布、

性状を把握する必要がある。」                                    

（４）国交省が入手した３件の追加報告書  

 国土交通省では、「解析業務」の提言を受けて、平成１５年度に３つの

調査業務を行い、平成１６年１１月までに、「Ｈ１５ダムサイト地質調査

（その１）」から「その３」までの報告を受けた。 

「Ｈ１５ダムサイト地質調査（その１）」報告書（甲Ｄ第２号証）と「Ｈ
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１５ダムサイト地質調査（その３）」報告書（甲Ｄ第４号証）は左岸の岩

盤調査であり、「Ｈ１５ダムサイト地質調査（その２）」報告書（甲Ｄ第３

号証）は右岸の岩盤調査であった。  

結論を先に言えば、課題を解決したというよりは、それらの報告書はま

た新しい問題点を掘り起こしてくるのである。特に、左岸では、「解析業

務」が、遮水帯であるとした「開口性割れ目」の山側にも広く高透水帯が

存在し、河床標高には地下水帯が存在することが確認された。これらの３

件の調査報告書に基づいて、順次、ダムサイト地盤の問題点を明らかにし

てゆきたい。 

 

第４ 左岸では河床標高での高透水帯の連続性と高透水層の多重構造が

確認された  

１ 問題点とこの項の論旨  

 「解析業務」も、「高透水帯は上下流に連続すると考えられるが、上下

流への連続性および広がりを充分に把握し、止水ライン、グラウト計画の

資料とする必要がある。」（同１０９頁）としていたところ、「地質調査（そ

の１）」報告書（甲Ｄ第２号証）で、左岸の高透水帯の連続性が明らかに

された。また、高透水帯は河床標高だけでなく、その上位の層でも帯状に

存在することがあきらかになった。引き続く、「地質調査（その３）報告

書」（甲Ｄ第４号証）の調査でも、地下水位の多重構造が明らかになった。  

 低角度割れ目が面的に広がりを持っているということは、遮水対策上の

問題だけでなく、「ダムの安定性に極めて大きな影響を及ぼすと考えられ

る」（「解析業務」１０９頁）のであり、岩盤のせん断強度を弱める重大問

題を惹起することになる。 

 

２ 「地質調査（その１）」の調査結果の概要―高透水岩盤の水平的なつ
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ながり  

（１） 左岸河床標高における高透水岩盤の連通性 

「地質調査（その１）」報告書（甲Ｄ第２号証）は、左岸について、開

口亀裂の連続性の有無を調べる作業を主題としたものであった。同調査で

は、左岸のダム軸の上・下流に各１本のボーリング（ＢＬ―３６、ＢＬ―

３７）を実施し、地下水観測や注水試験を行って、上記の課題に取り組ん

だ。その結論は、左岸の岩盤について、「河床標高（標高４８０～５００

ｍ）附近を対象とした注水試験では、各ボーリング孔で、連通性が認めら

れた」として、開口割れ目の連続性を認め、調査結果を次のように報告し

た（１３１頁）。 

①全体に堅硬なＣＨ～Ｂ級岩盤からなるが、河床標高（標高４８０

～５００ｍ）以上には、所々に低角度の割れ目（傾斜３０°前後）

に沿った風化が認められる。 

②低角度の割れ目に沿った風化部では、ＣＭ級（一部ＣＬ級岩盤）

からなり、４０ｍグリッドで水平からやや斜面方向に傾斜して連

続する可能性がある。なお、ボアホールスキャナで計測した割れ

目の走行・傾斜は、傾斜３０°程度を示しており、必ずしも１条

の割れ目が連続することを示す結果となっていない。（図５．５．

１参照）。しかし、低角度割れ目の性状は、まだ不明である。 

③河床標高（標高４８０～５００ｍ）以上には、高透水帯が認めら

れ、水平方向に連続する。高透水帯には、数条の褐色に変色した

割れ目が認められる。割れ目は、地表付近を除くと低角度である

場合が多い。 

④特に、河床標高（標高４８０～５００ｍ）付近では、高透水帯が

連続する。高透水帯は、低角度の割れ目（傾斜３０°前後）によ

るものと考えられる。 
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⑤河床標高（標高４８０～５００ｍ）付近を対象とした注水試験で

は、各ボーリング孔で、連続性が認められた。したがって、河床

標高（標高４８０～５００ｍ）付近の低角度割れ目は、連続性が

あると考えられる。」（１３１頁）。 

（２）岩盤のせん断強度が大幅に低下 

 そして、「地質調査（その１）」報告書（甲Ｄ第２号証）は、「図５．５．

３」を示して（同報告書１３４頁）、左岸の深部において開口亀裂が連続

していることを示した。この図は、低角度亀裂が広く面的に連続している

ことを示している。この状態からすれば、河床標高部においては高透水帯

を形成していて同所の岩盤の密着性が著しく低下していることも示して

いる。 

 そして同時に、「よって、ダムサイトは、硬質な岩盤からなるものの、

図５．５．３下図（低角度割れ目が湾曲して連続する場合）のような場合

には、基礎岩盤全体のせん断強度に大きな影響を与えると考えられる。」

とした（同１３１頁）。そして、調査の結論として、「よって、ダムサイト

左岸の当面の課題を整理すると、低角度割れ目の分布、連続性、性状（特

に連続の仕方）を把握することである。」と結んだ。調べれば調べるほど、

難問が出てくるのである。 

 ここに「低角度割れ目の連続性模式図」を示す。 

       図―１２  「低角度割れ目の連続性模式図」  

（甲Ｄ第２号証の図５－５－３）  

 

３  左岸では高透水帯の多重構造が確認された 

（１） これまでに述べたように、「地質調査（その１）」報告書（甲Ｄ第

２号証）は、主として河床標高の高透水帯の調査を行ったのだが、併せて、

その上部の岩盤の透水性についても調査を行っている。その結果が、左岸



35 

の「直行１１断面」の「主な開口割れ目の分布図」として示されている（同

１３３頁）。「直行１１断面」というのは、河川の上下流方向に軸を取った

縦断面図である。そして、⑪という符号は、ダム軸の河床中心部からおよ

そ１００ｍほど山側（略北西方向）に入った縦断線である（「図―４ ダ

ムサイト地質平面図」を参照願いたい）。 

同図は、⑪断面におけるルジオン値と主な開口割れ目の分布が示されて

いる（１３３頁）。  

 ここに「主な開口割れ目の分布図」を示す。 

     図―１３  「主な開口割れ目の分布図」  

（甲Ｄ第２号証の図５－５－２）  

 

（２）これによれば、左岸部では、河床標高で高透水帯が上下流方向に連

続しているだけでなく、標高５００～５３０ｍ、４７５～５００ｍなどに

高透水帯の存在が認められる。そして、なお詳細な調査が必要だと指摘し

た（同１３１頁）。  

（３） 左岸の高透水帯の多重構造は、「地質調査（その３）」（甲Ｄ第４

号証）でも取り上げている。同報告書は、左岸の地下水位の賦存状態につ

いて、「多重水位構造を形成していることが想定される。」（９８頁）とし

て、河床標高の水位を「第二地下水位」、表層に近いところの地下水位を

「第一地下水位」とし、さらにその中間に「中間水位」が存在するとした

（９８頁）。 

 ここに、「－１軸（調査軸上流４０ｍ）ルジオンマップ」（「地質調査（そ

の３）」の図５－３－１）を示す。 

    図―１４ 「－１軸（調査軸上流４０ｍ）ルジオンマップ」  

（甲Ｄ第４号証の図５－３－１）  
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（４） 同報告書（甲Ｄ第４号証）は、河床標高の高透水帯のほかに複数

の高透水帯が存在していることを指摘しており、ダム軸より上流側のボー

リングの観測結果として、「安山岩質貫入岩体（Ｄａ２）より左岸側では、

着岩から深度１５～２０ｍに２０Ｌｕ以上の高透水性を示す」。「安山岩質

貫入岩体（Ｄａ２）より左岸側には、標高５３０ｍ付近、標高４９０ｍ付

近に２０Ｌｕ以上の高透水性岩盤は低角度に帯状に分布する。」などと記

述している（１１８頁）。そして、もう 1 本のボーリング地点（ダム軸の

下流側）の観測結果についても、ほぼ同様な記述をしている（同１１８頁）。 

（５）左岸では、このように帯状の開口割れ目が河床標高部１層ではなく、

複数の層として存在している。そうであれば、左岸部の岩盤は一体ではな

く、岩盤が２層あるいは３層に積み重なった状態にあるということになる。

岩盤は一体でこそ、期待された強度が出るのであるが、八ツ場のダムサイ

トはそうした基本条件を欠く状況にあると言うことになる。  

（６） 以上のように、ダムサイト岩盤の開口亀裂の状況や地下水の状況

は、ますます複雑化の様相を深めている。そして、「地質調査（その３）」

報告書は、この調査で実施したボーリング地点で、今度はさらに長尺の垂

直ボーリングを実施して調査することを提案している。同地点において、

河床標高よりも下位の深部の地下水調査が必要であるとしているのであ

る。 

こうした状況を踏まえれば、「地質調査（その１）」報告書（甲Ｄ第２号

証）が、「ダムサイトは、硬質な岩盤からなるものの、図５．５．３下図

（低角度割れ目が湾曲して連続する場合）のような場合には、基礎岩盤全

体のせん断強度に大きな影響を与えると考えられる。」（１３１頁）と指摘

した警告は現実のものとなってきたということになる。 

これまでの検討で明らかなように、本件現場では、調査をするたびに既

存の問題は解決されないまま、次々に新しい問題点が現れてくるという状
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況である。 

 

第５ 大幅に塗り替えられた左岸の高透水帯分布図  

１  問題点とこの項の論旨  

 「解析業務」は、左岸山側の高標高部の斜めボーリングＢＬ－３５等で

認められた「開口した割れ目」などの解析から、同所には鉛直方向の大き

な亀裂があると判定した。そして、その亀裂の山側と河床側では地下水位

に不連続があるとして、この「開口した割れ目」には遮水帯としての機能

があると推定した。この亀裂の山側は地下水位が高く、岩盤は難透水性で

あると判断されていた。しかし、「地質調査（その３）」報告書（甲Ｄ第４

号証）では、推定された亀裂の山側に高透水帯を確認した。河床標高には

地下水流も確認した。かくして、「解析業務」の「開口した割れ目は遮水

帯としての役割を果たしている」との仮説は成り立たなくなった。この節

ではこれを点検する。 

 

２ 「解析業務」の判断の再点検―左岸の岩盤の地下水位  

（１） 「解析業務」（甲Ｄ第１号証）が判定していたダムサイト両岸の

地下水位想定図は、先に本準備書面の「図―１０ 地下水位検討図」に挙

げた。ここでは左岸の高透水帯について点検をするので、この図の左岸に

注意を向けて論議を進める。この図からも明らかなように、「解析業務」

は、左岸の高標高部で鉛直方向に発達する亀裂の存在を想定して、その河

床側では高透水で地下水位は低く、亀裂の山側は難透水で地下水位は高い、

と想定されていた（本準備書面「図―７」も同様のイメージで作成されて

いる）。そして、遮水工事（グラウチングカーテン）もその亀裂のあたり

まで施工すればよいとしていた。即ち、「解析業務」は、「左岸側では、地

下水急変部より山側の透水性が低く地下水位も常時満水位を超えている
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事から、ダム袖部のグラウチングカーテンをこれに達するまで計画すれば

問題はないと判断される。従って、今後の調査で地下水急変部の実態が把

握されれば十分であろう。」としていた（甲Ｄ第１号証 ７９頁）のであ

る。 

（２） 「解析業務」は、この開口亀裂が事実上の遮水層となって左岸高

標高部と河床側との地下水位を画しているとし、この亀裂の山側では難透

水であるとしていたのである。「解析業務」の判定では、左岸の高標高部

の岩盤は地下水位は高く、難透水性であることを前提に、そこにダムを取

り付けることが想定されていたのである。 

 

３ 「想定クラック」の山側にも全深度に高透水帯―「地質調査（その３）」

の概要  

（１） しかし、「地質調査（その３）」報告書（甲Ｄ第４号証）の調査結

果によれば、左岸の地下水位と高透水帯の分布は、様相を大きく異にして

いる。先の本準備書面の「図―１０ 地下水位検討図」と、「地質調査（そ

の３）」の同所のルジオンマップ（本準備書面「図―１４」）を対比すると

次の通りである。「解析業務」が難透水帯としていた岩盤のほとんどは、

「Ｌｕ２０以上」の高透水帯となっている。 

    図―１５ 「－１軸（調査軸上流４０ｍ）ルジオンマップと「解

析業務」の地下水位検討図との対照図」  

 

（２） 「地質調査（その３）」（甲Ｄ第４号証）は、河床中心部から２５

０ｍ以上も山側（北西側）の地点で、川側への斜めボーリングを２本行っ

た。ダム軸の上流側（－１軸）と下流側（＋１軸）の２地点である（測点

の標高６１６、６２６ｍ地点、ボーリングの長さは１７０ｍと１３０ｍ）。

その結果、高透水帯がさらに広がっていることが確認されたのである。同
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報告書は、「－１軸」の状況について、次のように指摘している（同報告

書９０頁）。 

① 標高４８０～４９０ｍ、標高５００ｍ付近に低角度の高透水部が

分布し、少なくとも河床から⑦～⑨間の安山岩質貫入岩体（Ｄａ２）

まで分布している。また、⑨～⑬測線において、左岸斜面にほぼ平

行に深度２０～３０ｍにおいて５～２０Ｌｕの半～高透水性岩盤

が帯状に分布する。 

② ⑨測線より左岸側では深度１００ｍ程度まで２０Ｌｕ以上の高

透水性岩盤が分布する。 

（３） そして、同報告書は地下水位観測も行っているが、その観測結果

として「図５―４－１ 水位観測状況概況図」を提供している（９６頁）。

この図は、数多くのボーリング孔を利用して行った地下水位観測の結果を

示すものであるが、この図では、河床標高レベルの低水位の分布を示して

いる。そして、この図によれば、河床標高レベルの地下水位は、河床中心

部から２５０ｍ以上も山側に入った地点にも記録されている。  

      図―１６ 「水位観測状況概況図」  

（甲Ｄ第４号証の図５－４－１）  

 

（４） そこで、先に示した「図―１５ －１軸（調査軸上流４０ｍ）ル

ジオンマップと、「解析業務」の地下水位検討図との対照図」によって、

少し詳しくその違いを点検しておこう。 

「解析業務」が作成した本準備書面の「図―１０ 地下水位検討図」は、

ダム軸から４０ｍ上流の横断面の地下水位の想定図であるが、その示すと

ころでは、側線⑤から⑦の間にクラックが想定されていて、そこより山側

（北西側）では、表層部の強風化部を除いて岩盤は安定し、地下水位は高

く透水性は低いと判定されていた。そして、前述のように「左岸側では、
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地下水急変部より山側の透水性が低く地下水位も常時満水位を超えてい

る事から、ダム袖部のグラウチングカーテンをこれに達するまで計画すれ

ば問題はないと判断される。従って、今後の調査で地下水急変部の実態が

把握されれば十分であろう。」としていた（甲Ｄ第１号証 ７９頁）ので

ある。  

（５） 一方、「地質調査（その３）」（甲Ｄ第４号証）によれば、最も山

側の⑤測線においても、（表層から）「標高４８０ｍ付近（吾妻川河床レベ

ル）までほぼ全深度にわたって高透水岩盤が認められる」としている（９

１頁）。そして、左岸の広範囲に河床標高レベルで地下水が認められるこ

とは、先の「図―１４ －１軸（調査軸上流４０ｍ）ルジオンマップ」と、

同じく「図―１６ 水位観測状況概況図」（甲Ｄ第４号証の図５－４－１）

の通りである。「地質調査（その３）」は注水試験等も行った結果であるか

ら、この調査報告結果は否定しがたいものがある。当初、「解析業務」が

想定していたよりも、はるかに高透水帯は広がっているのである。 

（６）そして、同報告書は、次のようにも指摘している。同報告書は、「高

透水性の高角度不連続面が地下水位の差を決めている場合には、山側にお

ける水位を保持できないものと予想される。」としたうえ（この記述の意

味は、高角度の亀裂によって地下水位が低下するような状況では、山側の

高い水位を維持することはできないことを指摘したもの）、「地山内では、

低角度と高角度の割れ目が存在するが、大局的に地下水位構造に影響を及

ぼす亀裂は低角度亀裂と判断される。このようなことから、左岸側の地下

水位は、山側の高位地下水位と河床側の吾妻川河床レベルの地下水位、さ

らに中間に地下水位が局所的に存在した地下水位の多重構造を形成して

いると判断される。」（１１６頁）。 

（７） この報告書（甲Ｄ第４号証）によって新たに指摘されたことは、

①左岸の高透水帯は多重構造になっていること、②低角度亀裂と高角度亀
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裂とでは地下水の挙動に与える影響は異なるが、大局的に地下水構造に影

響を及ぼす亀裂は低角度亀裂であること、③しかし、高角度亀裂は山側の

高い地下水の安定には障害となること、④「解析業務」が遮水帯として想

定した開口亀裂にはそうした役割は果たされていないこと、などとなると

理解される。 

（８） 同報告書（甲Ｄ第４号証）は、その調査結果の報告を次のように

締めくくっている。即ち、「前述の地下水位の分布状況から、多重地下水

位構造を形成し、地山の高透水部の分布状況いかんによって地下水位状況

に影響を与えることが予想される。特に前述に示した河床レベル（標高４

９０ｍ前後）の高透水部の性状は、地下水位分布への影響が大きい。左岸

側の既存ボーリング孔は、河床レベルに達する深度まで調査していないた

め、調査深度以下に高透水性岩盤の分布あれば、水位が低下することが懸

念される。」（１０２頁）とした。そして、「このようなことから、当ダム

では、河床レベルまでの高透水性岩盤の性状と分布を解明することが課題

となり、とりわけ、左岸高標高部において河床レベルに達する調査ボーリ

ングを実施し、地下水位、透水性を確認して、サーチャージ水位との交点

位置を断定しなければ、グラウチングの改良範囲が確定できない。追加調

査位置を図６－１、図６－２に示す。」（１０２頁）として、「地質調査（そ

の３）」の調査地点よりもさらに外側（山側）の地点でのボーリング調査

を提言した。 

（９） この記述からすれば、「地質調査（その３）」は、「解析業務」が

予測していなかった山側河床標高の地下水を重視しているようである。

「河床レベル（標高４９０ｍ前後）の高透水部の性状は、地下水位分布へ

の影響が大きい。」としている。ともかく、高透水帯の分布が判明しなけ

れば、遮水工事の範囲すら決まらない。現時点でも、山側の奥部で、「河

床標高の下部に達するボーリング調査が必要だ」としているのである。こ



42 

のように、岩盤でボーリング調査を行うたびに新たな知見が持ち込まれる

と同時に、新たな懸念事項が生じてくるのである。 

 

第６ 右岸では高透水帯の分布も未確定のうえ地下「水瀑」まで見つかっ

た  

１ 問題点とこの項の論旨  

「地質調査（その２）」報告書（甲Ｄ第３号証）は、「解析業務」が提起

した、右岸の「開口性割れ目」の遮水帯としての機能の解明や、「解析業

務」のいうところの「遮水帯」の山側にも、高透水だが地下水位の高い岩

盤の実態等を解明するため実施されたものであった。こうした目的を持っ

て実施された「地質調査（その２）」報告書（甲Ｄ第３号証）であったが、

その調査で明らかになった事実は、貫入岩脈沿いに存在すると推定される

水ミチや、山側から水瀑のように河床側へ落ちる地下水流の疑いであった。

昨日提起された問題点の解明がなされる前に、また新しい問題が提起され

るという状況がなお続くのである。本来の調査の目的であった「開口性割

れ目」の機能や地質構造の解明は、まったくできない状況が続いているの

である。  

 

２ 「解析業務」の提起した問題点は解明されず、新たな難問が提起され

た  

（１） 「地質調査（その２）」報告書（甲Ｄ第３号証）は、「解析業務」

の提示した問題提起、即ち「地下水位の変化位置は、０軸左岸では、斜掘

により明らかになっているが、他の軸では不明である。本解析では、地下

水位の不連続な変化を開口割れ目等の分布によると考えたが、今後その検

証等を行う必要がある。」との問題提起を受けて、「ダム基礎岩盤の地質状

況および透水性、地下水分布を把握することを目的」として、右岸のダム
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軸から４０ｍ上流側でボーリング調査を行った（同１頁）。 

 同報告書（「その２」）は、調査の成果を次のように要約している。 

「①斜面表層の高透水ゾーンを除けば、地山深部の透水性は２ルジオン以

下が主体である。 

②地山深部の高透水ゾーンとして、Ｄａ２沿いの高角割れ目沿いおよび

下流側、山側に低角度で傾斜する地質構造沿いに大別できる。（注１）  

③地山地下水位は、２３軸付近で河床レベル（標高４８０ｍ）に、２７

軸付近で５６５ｍ付近にあり、断面図上では地下水瀑のような動水勾

配を示す。（注２）  

④既往結果を含め、－１軸右岸において常時満水位より高い位置の地山

地下水は確認されていない。」（同４２頁） 

   〔注１ ] 「Ｄａ２」 安山岩貫入岩脈 

[注２ ] 、「２３軸」、「２７軸」というのは、横断面図に表記され

ている上下流方向に伸びる側線の番号である。「２３軸」は現

河床中心部から約１４０ｍ南側、「２７軸」は、さらに８０ｍ

南側（山側）の位置である。（位置関係は「図―１８」を参照

願いたい） 

（３） この報告書（甲Ｄ第３号証）が言っていることは、右岸の岩盤全

体としては地山深部のルジオン値は「２以下」が主体だが、高透水ゾーン

が認められるとした。そして、その高透水ゾーンは、貫入岩脈沿いに認め

られるのと、下流側、山側に低角度で傾斜する地質構造沿いのものがある

とし、地下水の特徴としては山側から河床標高へと滝のように流れ落ちる

ものとがある、ということである。そして、この調査報告では、「解析業

務」が解明できなかった「開口性割れ目」の存在や機能については何も触

れられていない。したがって、「解析業務」が抱えていた問題点は何も解

決されていない。 
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（４） こうした調査結果を踏まえて、同報告書（甲Ｄ第３号証）は、「今

後、地質構成や卓越する地質構造と地下水の関係を把握し、－１軸右岸に

おける地下水分布形態を明らかにしていく必要がある。」として（４２頁）、

今回実施したボーリングの、さらに山側でボーリング調査をすることを提

言している。「今後、地質構成や卓越する地質構造と地下水の関係を把握

し」ということは、地質構造と地下水の関係という基本的な事柄が、まだ

まだ解明されていないということである。逆に、地山深部の安山岩岩脈沿

いの高透水ゾーンが卓越した水ミチとして機能するおそれがあるとか、下

流側、山側に低角度で傾斜する地質構造の調査とか、水瀑のような動水勾

配をもつ山側からの地下水の動向などの調査する必要があるとしている

のである。これらは、新しく持ち上がった難問である。もともと、「地質

調査（その２）」は、「解析業務」の提言を受けて、右岸の高透水帯と難透

水帯を見極めようとした地質調査であったが、これを見極める過程で、予

測していなかった新たな問題が持ち上がってきたのである。もし、山側か

ら大量の地下水が供給されていたり、安山岩岩脈に沿って水ミチが形成さ

れていたとするならば、それ自体の対処（止水や遮水の措置）が極めて困

難な大問題となるのである。 

 

第７ ダムサイトの岩盤は、垂直大亀裂と貫入岩脈、そして低角度亀裂で

分離している  

１ 問題点とこの項の論旨  

「解析業務」作成の「ダムサイトの地形発達史」の図（本準備書面の「図

―６」）には、前出のとおり、ダムサイト予定地両岸に３本の垂直大亀裂

の存在が想定されている（「解析業務」の地下水位検討図（本準備書面 図

―１０，１１）には「想定クラック」として位置づけられている）。 

 そして、これとは別に、岩脈が右岸で３本、左岸で少なくとも１～２本
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認められている。この岩脈自体は、堅硬であるとされているが、接触面の

岩盤の風化を促し、高角度の開口亀裂をも伴っており、周辺の岩盤の密着

性と一体性を大きく損なわせる役割も果たしている。 

そして、「地質調査（その１）」報告書と、「同（その３）」報告書の調査

では、左岸の岩盤の開口亀裂の水平的な連続性を明らかにしたが、それも、

１層だけでなく、表層部にちかい「第一地下水位」と、河床標高の「第二

地下水位」の２層、さらには、その中間にも高透水帯の存在を示唆してい

る。これは岩盤のせん断強度を著しく弱めるものであることは間違いがな

い。 

このように、「解析業務」が描いているダムサイトの横断面にほぼ垂直

に入る３本の大亀裂が存在し、加えて、前記の岩脈が地山の岩盤を分断し

ており、その上に、水平面的にも何層にもわたって低角度亀裂で分離して

いるとすれば、ダムサイト地盤は複数のブロックに分断されており、一体

性を欠いていることになる。このことにより、岩盤のせん断強度は大きく

低下することになる。この岩盤のブロック化について点検する。 

 

２ 垂直大亀裂と貫入岩脈はダムサイトの岩盤を分断し、開口亀裂を発生

させている  

（１）垂直大亀裂は岩盤を分断している 

 「解析業務」（甲Ｄ第１号証）は、ダムサイトを横断面で観察したとき、

同所の岩盤を高角度で切る３本の大亀裂の存在を想定している（本準備書

面 図―６，図―７）。その大亀裂の位置は正確には指摘されていないが、

本準備書面の「図―１０」、「図―１１」として揚げた「解析業務」の「地

下水位検討図」には、「想定クラック」として亀裂の推定位置が示されて

いる。右岸では、貫入岩脈とほぼ平行に走っているが、左岸では貫入岩脈

の位置とは別の場所に描かれている。「解析業務」自体が、「開口性割れ目」
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の性状や実態について暗中模索という面があるから、不明確な部分は存在

するが、一定程度地質構造を規制する機能を有する大きな亀裂が存在して

いるのであろう。「解析業務」も、ＢＬ－３５その他のボーリングで大き

な開口割れ目の存在を確認している。これらが遮水帯の機能を有している

との判断にはいささかの疑問があるが、シーテイング節理の発生分布状況

からしても、高角度の大きな亀裂の存在は認められるところであろう。そ

して、そうした亀裂が、ダム取付部の岩盤を地山から分離させている事実

も確認できる。 

（２）貫入岩脈は開口亀裂を発生させ、高透水をもたらしている 

ア ダムサイトにおける貫入岩脈の分布を平面でみると、「図―１７ 貫

入岩脈平面図」の通りである。各地質調査報告書は数多くの平面図や断面

図に岩脈を描いているが、必ずしも詳細は一致しているわけではない。し

かし、ダムサイトで上下流に連続している大きな岩脈に限れば、各図面で

位置は若干ずれているが認識はほぼ共通していると考えられる。右岸では

３本の岩脈が認められる。左岸では大きな岩脈は１本ないし２本で、枝分

かれが見られる。本準備書面「図―１７ 貫入岩脈平面図」に基づけば、

右岸で３本、左岸で２本とカウントできると思われる。 

 なお、ダムサイトの河床には大きな貫入岩体と岩脈が認められるが、こ

こでは河床の岩脈については取り上げない。 

図 １７  貫入岩脈平面図  

 

イ 「地質調査（その２）」報告書（甲Ｄ第３号証）は、「図６－２」とし

て、ダム軸の断面図を示しているが、それによれば、右岸には３本の安山

岩岩脈が走っていることが認められる。ここに、右岸ダム軸直近の貫入岩

脈の位置を表した断面図を示す。  
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図 １８ 「右岸一１断面図」（甲Ｄ第３号証の図６－２）  

 

ウ 「解析業務」は、安山岩岩脈は「暗褐～黒色を呈し緻密堅硬だが八ツ

場安山岩類より相対的に風化し易く、差別浸食により沢地形を呈する場合

がある。貫入面は破砕したり開口することあり。」（１２頁）としている。 

「解析業務」は、「高ルジオン値（主として２０Ｌｕ以上）の分布は、

表層部および両岸の高標高部の風化・緩み帯、および節理の発達した安山

岩脈（Ｄａ２）とその貫入境界に認められる。そのほか、深部において２

０Ｌｕ以上が連続する高透水ゾーンが認められる。安山岩脈沿い、左岸お

よび右岸の河床標高より高位標高で、高透水帯が連続する。これらは開口

割れ目の分布と一致する。」（「解析業務」８０頁）としている。 

エ そして、「地質調査（その２）」報告書（甲Ｄ第３号証）は、右岸につ

いて、「岩脈は、高角度の川側傾斜の構造で分布する。岩脈周辺は、比較

的割れ目が多い傾向がみられ、山側の岩脈の上位で、特に割れ目が発達す

る。安山岩岩脈自体は、割れ目が少なく、硬質でコア状態も良い。」（甲Ｄ

第３号証４１頁）とするが、「吾妻川側に急傾斜して分布する安山岩岩脈

およびそれに伴う割れ目群」が存在するとし、これは「安山岩岩脈沿いの

高透水ゾーンを形成するものであり、上下流方向への連続性が良い場合、

卓越した水ミチとして機能する可能性がある。地山深部においてもＬｕ＞

２０の高透水性を示す場合がある。」（同５１頁）と指摘している。 

オ  さらに、右岸について、「ＧＬ―９５ｍ～１０５ｍ間もＬｕ＞２０

の高透水ゾーンを形成する。この高透水性は、貫入岩Ｄａ２周辺に形成さ

れた、上下流方向の走向で、吾妻川側に高角傾斜する割れ目に起因するも

のである。」（同４１～４２頁）とも指摘されている。 

カ そして、左岸でも、「ＢＬ―２９の深度１１２．８ｍ以下、ＢＬ－２

８孔の深度７０～７５ｍに、高角度亀裂が関与した高透水性岩盤が認めら
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れる。高角度亀裂は、貫入岩体の活動による可能性があり、複数の要因に

より高透水性岩盤を形成している可能性が想定される。」（甲Ｄ第４号証

「地質調査（その３）」９０頁）というのである。 

（２）岩脈は岩盤の強度を著しく低下させている 

 このように、岩脈は、左右両岸で高角度の壁か屏風のように存在してい

る。そして、境界面の岩盤に高角度の開口亀裂を発生させ、高透水と風化

をもたらしている。それらが連続すれば、当然に、高透水帯を形成する。

岩脈自体は「堅硬で緻密」という性状を保持しているようであるが、岩脈

は岩盤の境界面を風化させたり、開口亀裂を発達させているから、当然に、

周辺の岩盤と岩脈との密着性を欠いており一体性を欠いている。ダムサイ

トの左右両岸を横断面で観察したとき、４つないし５つのブロックに分断

されていることになり、岩盤の強度を著しく低下させていることは否定で

きない。  

 

３ 垂直大亀裂、貫入岩脈と低角度亀裂でダム取付部の岩盤はブロック化  

（１） 以上の通り、ダムサイトの基礎岩盤ないし取付部の岩盤は、垂直

の大亀裂と岩脈によって、右岸で３つ、左岸で２つ以上にブロック化され

ていることは明らかである。亀裂であれば岩盤は分離していることは明ら

かであり、貫入岩脈の場合でも、八ツ場の安山岩岩脈は「下位層を貫く厚

さ数ｍの数条の板状貫入岩」（甲Ｄ第１号証２３頁「地質層序表」より）

である。前述のごとく、貫入岩脈は緻密で堅硬だが風化しやすく、透水性

を高め周辺の安山岩を分断する役割を果たしていることも明白である。 

（２） これに加えて、これも既にみた通り、「地質調査（その１）」報告

書と、「地質調査（その３）」報告書の調査によって、左岸の岩盤の低角度

亀裂が上下流方向に連続していること、それも、１層だけでなく、表層部

にちかい「第一地下水位」と、河床標高の「第二地下水位」の２層、さら
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には、その中間にも高透水帯の存在が確認されている。これは岩盤を高透

水のものとしているだけでなく、岩盤は低角度の開口割れ目によって分離

しており、せん断強度を著しく弱めている。そして、右岸では、貫入岩脈

に沿って、水瀑のような急勾配の地下水流の存在が明らかにされている。 

（３） こうした前提に立てば、八ツ場ダムサイトの岩盤は、垂直方向に

も水平方向にも分断されており、ブロック化しているとの推定ができる。

右岸では幅員１８０ｍくらいの取付部の岩盤に３本の岩脈が高角度で貫

入しており、このほかに２本の大亀裂が推定される状況である。そして、

左岸では２００ｍ幅くらいの岩盤に 1 本ないし 2 本の岩脈が認められ、こ

のほかに１本の大亀裂（本準備書面 図―１０，１１の想定クラック）が

推定されている。その上に、左岸には河床標高には開口した低角度亀裂が

連続しており、上層部は強風化帯で中間部にも高透水帯が認められている。

左岸では河床標高から上部は、岩盤が積み木状に積み上げられた状態とな

っているといって過言ではない。  

 

４ 取付部の岩盤ブロック化の模式図を作成した 

（１） 「解析業務」では、岩盤のブロック化という項目での議論をして

いない。  

 ここで、「解析業務」の「図―５－３－２（２）」（本準備書面 図―１

１）と、「地質調査（その３）」（甲Ｄ第４号証）の「図―５－３－３」（本

準備書面 図―２０ 「＋１軸（調査下流４０ｍルジオンマップ）」）、そ

して、「地質調査（その１）」（甲Ｄ第２号証）の「図５．５．３」（本準備

書面 図―１２）と、同じく「地質調査（その１）」の「図５．５．２」

（本準備書面 図―１３）を総合して左岸の岩盤のブロック化の模式図

（図―２１）を作成すると次のようになる。 
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   図―２０   「＋１軸（調査下流４０ｍルジオンマップ）  

（甲Ｄ第４号証の図５．３．３）  

   図―２１    左岸ダム取付部の岩盤のブロック化模式図  

 

（２） 作成作業を簡潔に述べる。ダム軸下流４０ｍ地点の岩盤の透水性

を示す「地質調査（その３）」（甲Ｄ第４号証）の「図―５－３－３」（本

準備書面 図―２０ 「＋１軸ルジオンマップ」）を基本として、これに、

「解析業務」の「図―５－３－２（２）」（本準備書面 図―１１）からの

情報として、山側の「想定クラック」を転記した。岩脈の存在は「図―２

０」自体で明らかである。クラックや岩脈沿いは高透水であるだけでなく

開口部ないし開口性の亀裂を伴っていることが多い。 

そして、河床標高においては、開口性の低角度亀裂が上・下流方向に連

続していることは、本準備書面の図―１２，図―１３に明らかである。ま

た、中間に地下水帯の存在が認められることは、「図―２０」と「図―１

３」に明らかである。 

（３） 以上のところから、左岸については、本準備書面「図―２１」に

示したような「左岸ダム取付部の岩盤のブロック化模式図」を描くことが

できる。そして、この図をさらに簡略化すると、「図―２１」の中の「岩

盤ブロック簡略図」を描くことができる。 

 この結果、左岸、ダム軸＋１軸断面（ダム軸の下流４０ｍ地点）におい

ては、岩盤は、河床側の斜面寄りで１ブロック、山側で２段に別れて２ブ

ロック、結局３つのブロックに分離していると考えられる。  

（４） そして、右岸は、本準備書面の「図―１８ 右岸－１断面図」（甲

Ｄ第３号証の図６－２）で明らかなように、３本の高角度の貫入岩脈によ

って取付部の岩盤は３つのブロックに分断されていることが明らかであ

る 
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５ 岩盤のブロック化でせん断強度は大幅に低下 

（１） 岩盤のせん断強度は、当然のことながら、地山と一体のものであ

ることが前提である。その前提が存在しなければ安定計算はなりたたない。

八ツ場ダムは、基礎の岩塊の単位あたりのせん断強度だけを問題にするだ

けでは解決ができない状況となっているのである。 

（２） 「解析業務」（甲Ｄ第１号証）は、「八ツ場安山岩は岩片が堅硬な

ことと割れ目が少ないことから、かなり大きなせん断強度を持つものと判

断している」（９２頁）とするが、一方、「このシーテイング節理が頻繁に

連続して発達しているようであれば、ダム基礎岩盤のせん断強度を大幅に

減少させる可能性がある」（９２頁）と指摘していた（９３頁にも同旨の

指摘）。そして、「地質調査（その１）」報告書（甲Ｄ第２号証）も、「ダム

サイトは、硬質な岩盤からなるものの、図５．５．３下図（低角度割れ目

が湾曲して連続する場合）のような場合には、基礎岩盤全体のせん断強度

に大きな影響を与えると考えられる。」（同１３１頁）と指摘している。 

（３） 岩盤は完全にブロック化している。このままの構造ではコンクリ

ートダムの堤体は、地山には取り付けられることがなく、地山から分離し

た岩盤に取り付けられることになる。地質調査会社の調査は続けられても、

こうした岩盤の状況に対して対策は採られていないのである。  

 

第８ 右岸のダム堤体下に断層の存在  

１ 問題点とこの項の論旨  

 群馬県発行の地質調査図には、ダム堤体の右袖部をかすめて、堰堤の直

ぐ下流で吾妻川を斜めに横断する、略南北方向に走る断層の存在が示され

ている。昭和４５年６月の衆議院地方行政委員会での文化庁の文化財保護

部長の答弁でも、ダムサイトの下流の岩盤には幅３ｍの断層があって、「ダ
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ムが非常に不安定になる」との説明があった。この説明の通りに断層が存

在すれば、当地に巨大なダムを設置することは無謀である。４件の地質調

査報告書には、国会答弁に出てきた「断層」についての記述はないが、当

該箇所を十分に調査した形跡もない。この問題を検証する。  

 

２ 国会審議でも報告された「幅３ｍの断層」  

（１）群馬県発行の国土調査「土地分類基本調査・草津」の「表層地質図」

（５万分の１。甲Ｄ第５号証の２）には、ダム右岸堰堤の袖部を通過する

断層の存在が明確に記載されている。図上で測定するとこの断層の長さは

４～５ｋｍほどのもので、ほぼ南北方向に走るが、ダムサイト直下流で吾

妻川を斜めに横切っている。 

        図 １９  群馬県「表層地質図」（５万分の１）  

（甲Ｄ第５号証の２）  

 

八ツ場ダム予定地付近では、（想定上の）ダム堤体の右岸袖部を通過し

て北へ延び、吾妻川の曲流部（見晴台）の直下流で斜めに河床を横断する

ことになる。断層が川を横断しているとされる左岸河床部では、明瞭な亀

裂（凹地）が認められる。亀裂の幅は約３メートルと見える。  

（２）建設省と文化庁は、昭和４５年６月当時、「断層」の存在を確認し、

ダムサイトの地盤としては不適であるとして国会でも答弁し、一旦は「上

流案」は中止となった経緯がある。昭和４５年６月２２日の衆議院地方行

政委員会で、文化庁の内山文化財保護部長は、建設省の報告に基づいて、

ダムサイトには断層が存在することを報告し、「かりにダムをつくりまし

た場合の一番力のかかります下流端と申しますか、その付近に河床を横断

する３メートル幅の岩の断層があるということで、……ダムが非常に不安

定である」として、当時「上流案」と呼ばれていた八ツ場のダムサイト予
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定地は地盤の安全性に問題があると報告したのである（「第３章の第２」

で詳述する）。そして、このため、ダム計画は一旦中止となったという経

緯がある。 

（３）前述の断層が、内山文化財保護部長が答弁した「３ｍの断層」であ

ると断定はできないが、ほぼ間違いはないと思われる。群馬県発行の前記

「表層地質図」（５万分の１）に掲示されている断層を、ダムサイトに落

とすと、断層線は、堤体右岸のほぼ取付部あたりの地中を横切っているこ

とを知ることができる。このように、八ツ場のダムサイトには明瞭な大き

な断層が存在しているのである。  

 

３ 技術基準上も大問題  

「河川砂防技術基準案解説」は、河道と直交する断層よりも、鋭角で交

わる断層が直下流の地表面に抜けているとき、基礎岩盤のせん断破壊に対

する安全率が極めて小さくなる、と解説している（「第４章の第２」）。八

ツ場の断層は、その上に、ダム本体の右岸袖部直下も通過している。もし、

この断層が、右なり左なりに動いたときは、ダム本体が破壊される確率は

極めて高い。さらに同「解説」は、「弱層がダムから離れている場合、作

用する応力が小さくなり、さらに、せん断に抵抗する長さも長くなるので

安全率も向上するが、荷重を受けるブロックが弱層で区切られ地山から分

離しやすくなっているときは、この距離が大きくなっても全体としての安

全率は大きくならないので注意を要する。」（１７７～１７８頁）ともして

いる。  

 

４ 取付部の岩盤は断層と亀裂で大幅に安全度低下 

 先に、このダムサイトは垂直の大亀裂（「解析業務」の「想定クラック」）

と貫入岩脈、加えて低角度亀裂によってブロック化されていることを説明
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した。右岸には、明瞭な３枚の貫入岩脈が認められる。（「図―２１ 左岸

ダム取付部の岩盤ブロック化模式図」、「図―１８ 右岸－１断面図」）。こ

れに加えて、右岸取付部をかすめるようにして走る断層が存在する（甲Ｄ

第５号証の２）。岩盤が分断されていることは明らかである。右岸の岩盤

がより一層不安定となっていることは明白である。 

 この八ツ場ダム計画に賛成して巨額の負担金を支払っている自治体は、

こうした問題点の存在を承知しながら黙過しているのか。これらの点を明

らかにすべきである。 

 

第９ 八ツ場安山岩層は陸成で、ダム建設には不適である  

１ 問題点とこの項の論旨  

 マグマや火砕岩が固結する場所は、陸上である場合も水中である場合も

ある。マグマが水中で急冷すると特殊なガラス分を生成するから、当該の

岩石が水成であるか、陸成であるかの判別は、岩石がこのガラス分を保有

しているか否かで決せられるのが常である。ところが、八ツ場安山岩では

この特殊なガラス分は検出されていない。ダム基礎たる岩盤としては、陸

成は不適で、水成であることが求められる。 

「解説業務」は、八ツ場安山岩は、「水中堆積である状況証拠はかなり

多い」としているが、「決定的な証拠は示せない」としている。 

地元の地質研究者は「八ツ場安山岩は陸成」であるとしているし、「地

質調査（その３）」報告書（甲Ｄ第４号証）も、陸上起源の堆積物である

としているのである。 

 八ツ場安山岩は陸成であり、この点からも、当地の岩盤はダム基礎とし

て不適なのである。 

 

２ 八ツ場安山岩層は陸成である  
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（１） 群馬県発行の国土調査「草津」（甲Ｄ第５号証の１）によると、

「吾妻渓谷の絶壁は吾妻川両岸の標高５００～７００m の斜面に帯状に

認められる。この地域の岩盤は、後期中新世に堆積した陸成の溶岩や火砕

岩層から構成される（中村、１９８６）」（同書１３頁）とされている。八

ツ場安山岩が形成された当時、ダムサイト周辺は陸上にあったのである。 

（２） 「解析業務」は、八ツ場安山岩については、「火砕岩（火山火砕

岩とも言う）：火山灰、火山砂、火山礫、火山角礫、火山弾など溶岩の破

砕された破片からなる岩の総称」を主体にし、少量の溶岩を挟んでいる。

層相変化は少なく異質岩片も多くはなく、大規模で単調な火山の噴出で形

成されたものと見られる。」（３０頁）としている。基本的な認識について

は、両者はそれほど距離があるわけでないと思われる。 

 

３ 陸成火砕岩はダム基礎として不適である－調査報告書も「陸成説」を

支持  

（１） 「解析業務」（甲Ｄ第１号証）は、マグマが噴出した場所が陸上

であった場合には、ダムサイトとしては不適切であるとしている。即ち、

「陸上の火砕岩は一般に礫の空間が多く、時に固結の程度の低い火砕岩や

未固結の砂礫層などを挟んでおり、大きなダムの基礎岩盤として強度と遮

水性の点で問題となることが多い。」（３１頁）としている。  

（２） 前述のように、陸成の岩盤はダムサイトの岩盤としては極めて不

適であるとされている。この絶壁の安山岩が、陸上で形成されたものであ

るのか、水面下で形成されたものであるのかは、ダムの基礎岩盤を考える

上では重要なファクターとなるのであるが、「解析業務」は、八ツ場層は、

火山ガラスの存在など水中堆積である「決定的な証拠は示せない」（３０

頁）が、「水中堆積である状況証拠はかなり多い」（３１頁）とし、その状

況証拠を挙げて「水中火砕岩」であるとしている。八ツ場安山岩（火砕岩
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主体）が堆積した時期は鮮新世（５００万年～１６０万年前）であるが、

１００万年くらい前までは明かな陸成の火山岩は見られない、明かな陸成

である中継所安山岩と比較しても岩相が異なる、などの理由を挙げている

（３０～３１頁）。  

（３） しかし、「地質調査（その３）」報告書（甲Ｄ第４号証）は、「解

析業務」のこの見解に疑問を呈している。即ち、「溶岩の生成は、これま

で、水中堆積物としているものの、水冷破砕した場合、岩石中に特殊の外

形を示す火山ガラスが存在し、判断方法の１つとされているが、決定的な

証拠は得られていない。また、写真５．１．１に示すように泥岩薄層が挟

在している所があり、火山活動の休止期に一時的に水中に没して形成され

ることが推定される。これらのことから、陸上起源の堆積物である可能性

がある」（同８３頁）と指摘している。 

かくして、このダムサイトは、ダム立地として、さらに大きな基本的な

問題点を抱えることになった。  

 

第１０ 「解析業務」が設定した課題の検証  

「解析業務」その他の地質調査報告書で明らかになった事実、そして「解

析業務」が設定した課題がその後の調査でどう解明されたのか、これらを

検証する。また、ここでの検証の対象事項としては、「解析業務」が挙げ

ていない論点も取り上げる。ここで解明のできていない項目は、同時にダ

ムサイトの危険性でもあるわけである。 

以下には、（１）に「解析業務」までに解明されていた事実関係と「解

析業務」が設定した課題を挙げ、（２）に前記の課題との関係で現状を点

検し、（３）に残る問題点やダムサイトの危険性を挙げることとする。 

 

１ 左岸河床高での高透水帯の上下流への連続性および広がり  
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（１） 「解析業務」は、河床をはさんで約３５０ｍ～４００ｍほどは地

下水位が低く、ダムの取付部に当たる岩盤の透水性は高いとしていた（７

６頁。本準備書面 図―１０。図―１１）。そして、上下流方向への連続

性も、「高透水帯は上下流に連続すると考えられる」として、これを予測

しつつ（甲Ｄ第１号証１０９頁）、それまでの調査では、「ボーリングがダ

ム軸に集中しているため、左岸深部（河床標高）での高透水帯の連続性が

充分把握されていない」として、左岸深部のボーリング調査等を提言した。 

（２）の１ 「地質調査（その１）」（甲Ｄ第２号証）では、側線⑪上のダ

ム軸上流側４０ｍ地点（－１軸）と下流側４０ｍの地点（＋１軸）の２カ

所でボーリングを行い、「地質調査（その３）」では、同じく－１軸と＋１

軸の２カ所で、③側線と⑤側線の中間から河床側に向けて６０度の斜めボ

ーリングを行った。 

 その結果、左岸については、「特に、河床標高（標高４８０～５００ｍ）

付近では、高透水帯が連続する。高透水帯は、低角度割れ目（傾斜３０°

前後）によるものと考えられる。」。「河床標高付近の低角度割れ目は、連

続性があると考えられる。」（同２５頁）として、このような状況は、「基

礎地盤全体のせん断強度に大きな影響を与えると考えられる。」とした（同

１３１頁）。そしてさらに、今後の課題として、「低角度割れ目の分布、連

続性、性状（特に連続のしかた）を把握することである」と提言した（１

３１頁）。 

（２）の２ 引き続く、「地質調査（その３）」（甲Ｄ第４号証）では、河

床標高で、低角度の開口性割れ目が連続していることが再確認され、しか

も、低角度割れ目の連続によって形成された高透水帯は河床標高だけでな

く、表層の高風化部との中間層にも存在することが確認され、地下水位の

多重構造が確認された。そして、⑤側線よりも山側での鉛直ボーリング２

本の実施を提言した。同報告書（甲Ｄ第４号証）は、「当ダムでは、河床
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レベルまでの高透水岩盤の性状と分布を解明することが課題となり、とり

わけ、左岸高標高部において河床レベルに達する調査ボーリングを実施し、

地下水位、透水性を確認」する必要があるとした（同１０２頁）。 

（３） 以上の事実が判明しているが、左岸部では、未だ「当ダムでは、

河床レベルまでの高透水岩盤の性状と分布を解明することが課題」であり

続けているのである。そして、高透水帯は、仮に全面的に遮水材で覆った

としても、低下している岩盤のせん断強度を遮水材で補えるわけではない

から、これを補強する対策も考えなければならないはずである。しかし、

これについての対応策はまったく検討にも至っていない。現状では、グラ

ウチングカーテンの施工範囲や施工方法も決まらないだけでなく、亀裂だ

らけの岩盤対策などは何も決まってはいないのである。いや決められない

のである。 

 

２ 左右両岸での地下水位の変化点の位置および性状―左岸について  

（１） 前述したが、「解析業務」は、両岸の岩盤は、河床をはさんで約

３５０ｍ～４００ｍは透水性が高く、地下水位は低いと想定した。そして、

その外側に「開口性割れ目」があって遮水層の役割を果たしていると想定

し、開口性割れ目の山側は難透水性で地下水位は高い、と想定した。 

しかし、「解析業務」は、未解明の事柄も多いとして、「左右岸で、地下

水位が不連続に変化している。グラウトの範囲を明確にするために地下水

位の変化位置及び性状を明らかにし、止水ラインの比較検討する必要があ

る。地下水位の変化位置は、０軸左岸では、斜掘により明らかとなってい

るが、他の軸では不明確である。」とした（１０９頁）。そして、「本解析

では、地下水位の不連続な変化を開口性割れ目等の分布によると考えたが、

今後その検証等を行う必要がある。」とした（前同）。 

（２） 左岸では、「地質調査（その１）」と「地質調査（その３）」にお
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いて、「解析業務」が、ＢＬ―３５の斜めボーリング等で確認したという

開口性割れ目の外側に、多重の高透水帯が確認された。河床標高では、低

角度の開口性割れ目が連続していることも確認された。「解析業務」の地

下水位検討図（本準備書面の「図―１０」）では、側線⑤よりも山側では

地下水位は高く、難透水と判定されていたが、その外側でも高透水帯とな

っていた。このように、「解析業務」が想定した左岸の地下水位と岩盤の

状況図は、現実とは大きく異なっていた。 

（３） これまでの調査では、想定していた開口性割れ目の外側（山側）

には高透水帯は存在しないとの想定があって、⑤側線の外側の河床標高の

状況は調査すらされてこなかった。したがって、外側の高透水帯の分布状

況の詳細は不明である。 

 このように、「解析業務」が当初予測したよりも高透水帯の範囲は大き

く広がっている。しかし、高透水帯の外縁は不明であり、また、河床標高

での地下水位についても山側の変化点は確定されていない。したがって、

「地下水位の変化点の位置および性状」は、未だ解明に至ってはいない。

これでは、グラウチングの施工範囲すら決定できない。ダムサイト地盤と

しての安全性・危険性、あるいはその対応策が議論できる状況にすらなっ

ていないのである。 

 

３ 左右両岸での地下水位の変化点の位置および性状―右岸について  

（１） 「解析業務」は、吾妻川の下方浸食に伴うシーテイング節理が発

生する前からダムサイトには２本の大亀裂が発生していたと想定し、開口

性割れ目で画された河道側のブロックにはシーテイング節理はよく発達

しており高透水で地下水位は低い、と想定した。そして、その開口性割れ

目の山側の部分でもある程度シーテイング節理は発達し高透水の状態と

なっているとした。しかし、同所の地下水位は高い。この状態を「解析業
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務」は説明が出来ず、地下水位の変化位置や開口性割れ目の性状等につい

ての調査が必要であるとした。  

（２） 「地質調査（その２）」報告書（甲Ｄ第３号証）では、右岸の岩

盤の全体としてはルジオン値は低いとしたが、地下水位の変化位置や遮水

層の役割を果たしていると見ていた高角度の開口割れ目の分布や性状に

ついてはまったく触れなかった。そして、「解析業務」は「特に、ボーリ

ングが深部に達すると孔内水位が上昇することの説明は困難である」とし

ていたが、このことについても、何の解明もできないままである。この調

査で解明された事柄は、右岸には鉛直方向に走る３本の明瞭な貫入岩脈が

存在し、その周辺の岩盤には高角度亀裂が発達し岩盤の風化を促している

こと、そして、この貫入岩脈沿いに高透水帯が確認され、上下流方向への

水ミチが形成されている可能性があることを指摘し、さらに山側から河道

にかけて「水瀑」と形容された地下水流の存在が認められた、ということ

である。  

（３） 結局、右岸については未解明のことが多い。「解析業務」が遮水

帯と想定した鉛直方向の開口性割れ目の位置や性状、機能もはっきりしな

い。地下水位の変化位置も不明である。開口性割れ目の層の山側の岩盤の

透水性が高いのに地下水位が高いという現象についても理由が分からな

い。これと関連するのだろうが、「ボーリングが深部に達すると孔内水位

が上昇することの説明は困難である。」ということ、即ち、透水性が高い

岩盤らしいのに被圧されている地下水があるらしいことなど、分からない

ことだらけである。分かっているのは、３本の貫入岩脈が高角度割れ目を

発達させて高透水帯をつくり、岩盤を風化させるなど岩盤を劣化させる役

割を果たしていることである。このような状況から言えることは、現状で

はダムサイト選定の基礎的な調査の段階にあるということである。 
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４ 低角度割れ目の性状 

（１） 「解析業務」は、吾妻川の急激な下方浸食に伴う岩盤のリバウン

ド現象で低角度の亀裂が多数発達したとして、その形成過程のイメージを

分かり易く２枚の図にした（本準備書面「図―５，６」）。そして、開口亀

裂の標高毎の頻度分布も図に示した（本準備書面「図―９」）。事実、多数

のボーリングには無数といってよいヘアクラックや開口幅が数ｍｍから

２０ｃｍ、それ以上に及ぶ亀裂が確認されている。この亀裂群が岩盤を高

透水のものとしている事実も疑いがない。 

「解析業務」は、「高透水帯存在の原因に応力開放に伴う開口割れ目の

存在が考えられている。その開口割れ目は低角度のものも多く見られる

（シーティング節理）。そのような低角度割れ目（シーティング節理）は、

連続的に広がる場合にはダムの安定性に極めて大きな影響を及ぼすと考

えられる。したがって、低角度割れ目（シーティング節理）の性状、連続

性を充分把握し、せん断強度への影響を検討する必要がある。」（１０９頁）

とした。  

（２） しかし、その後、「低角度割れ目（シーティング節理）の性状、

連続性を充分把握し、せん断強度への影響を検討する必要がある。」との

提言に基づいた調査は行われていない。左岸の⑤側線よりも山側の深部の

低角度割れ目などが、シーテイング節理だけで説明ができるのかについて、

大きな疑問があるが、まったく解明はなされていない。 

（３） 「解析業務」が、多数のシーテイング節理の存在は、岩盤の透水

性だけの問題ではなく、せん断強度に大きな影響を与えると指摘したこと

は、その通りである。しかしながら、この問題はこれまで放置されている。

この課題は、そのままダムサイトの危険性を示すものである。高透水対策

だけならば幸運に作業が運べば遮水は可能となるかも知れない。しかし、

多数の亀裂が入った岩盤のせん断強度を補強する手だては知られていな
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いのである。 

 

５ 左岸河床に分布する「擾乱帯」の範囲と性状 

（１） 「解析業務」は、「左岸河床の擾乱帯は、幅１０m 程度で、－１

軸から２軸の上下流にほぼ連続するとかんがえられる。分布は鉛直および

水平ボーリングで確認している。」としている。分布の深度は約５０ｍに

達している。この位置はダム堤体がのる場所である。川の直下流の曲流部

の存在と右岸の熱水変質帯の存在を考えると、ダム堤体の座取りを大きく

変えることは不可能である。一方、この擾乱帯はＣＬ級岩盤であって、こ

の上にダム堤体を構築することはできない。「解析業務」は、コンクリー

トへの置き換えを提案しており、「今後ダムの座取り等の詳細な検討を行

う段階では、擾乱帯の処理方法を検討する上で、分布、性状（強度）の把

握が必要となる。」とした（同１０９頁）。 

（２） しかし、「解析業務」は、「擾乱帯の処理方法を検討する上で、分

布、性状（強度）の把握が必要となる。」としたが、「分布、性状（強度）

の把握」作業も、「擾乱帯の処理方法の検討」もなされていない。 

（３） 「擾乱帯」の上にダム堤体を構築することは許されない。しかし、

国土交通省は対策を示していない。このままの進行が許されないことも自

明である。 

 

６ 右岸の変質帯の分布、性状  

（１）  右岸ダム軸上流側の熱水変質帯はＣＬ級の岩盤であるばかりで

なく、地表に出ればスレーキングを起こし、原岩の姿をとどめず、バラバ

ラとなるほど脆弱な地質である。この上にダムを構築することはできない。

このことに異論はない。「解析業務」は、「右岸上流の変質帯は、－１軸付

近まで分布することが明らかになっている。今後、ダムの形状（せん断強
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度に基づく堤体形状の検討）を検討した段階で、ダムの詳細な座取りを検

討するには、変質帯の詳細な分布、性状を把握する必要がある。」として

いる（本準備書面 図―２２参照）。  

（２） 「解析業務」が提起したこれらの問題についても、その後、何の

解明も進んでいない。 

（３） ダム堤体の現在の座取りでは、堤体が直接熱水変質帯の上にのる

ことは避けているように見えるが、果たして４０ｍという近距離で問題は

ないのか、これまでにこのことが検討されたことはなく、「変質帯の詳細

な分布、性状を把握する必要がある」との基本的な要請すらも放置されて

いる状況である。 

 

７ 八ツ場層安山岩類は陸成であり、ダム建設に重大な危険信号となって

いること  

（１） 「陸上の火砕岩は一般に礫の空間が多く、時に固結の程度の低い

火砕岩や未固結の砂礫層などを挟んでおり、大きなダムの基礎岩盤として

強度と遮水性の点で問題となることが多い」（「解析業務」３１頁）。とこ

ろで、「解析業務」は、八ツ場層安山岩は、ハイアロクラスタイト（水中

火砕岩）であるとしている。しかし、その証明となる火砕岩中の「火山ガ

ラス」の存在を指摘することはできない。こうした状況にあるのだが、「解

析業務」は八ツ場安山岩が水成か陸成かの検討を引き続き行おうとはして

いない。  

（２） 八ツ場安山岩の堆積や性状を一番詳しく知る立場にあると思われ

る地元の研究者は、八ツ場層の絶壁は陸成であるとの見解を表している

（甲Ｄ第５号証の１）。そして、「地質調査（その３）」を担当した日本工

営株式会社の技術者も、ボーリングコアを示して、八ツ場安山岩は「陸上

起源の堆積物である可能性がある」（同８３頁）としている。 
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（３） 八ツ場安山岩層が陸上起源の堆積物であるとした場合、これへの

対応策は存在しないであろう。「解析業務」は、八ツ場層は空隙が少なく

密実であるとしているが、その生成過程の判断を誤れば取り返しのつかな

い事態を生ずる。脆弱な地盤に巨大なコンクリート構造物を築いたそのリ

スクは近隣住民が背負わされるのである。慎重の上にも慎重な判断がなさ

れるべきである。八ツ場安山岩の生い立ちは重大な危険信号となってきた

のである。 

 

８ 左右両岸の岩盤はブロック化していて、せん断強度を大きく低下させ

ていること  

（１） 「解析業務」では、岩盤のブロック化という項目での議論をして

いない。  

 左岸取付部の岩盤のブロック化の状況は、本準備書面「図―２１ 左岸

ダム取付部の岩盤のブロック化模式図」と、この図をさらに簡略化した「岩

盤ブロック簡略図」のように描くことができる。このように、左岸＋１軸

断面においては、取付部の岩盤は、河床側の斜面寄りで１ブロック、山側

で上下２段に別れて２ブロック、結局３つのブロックに分離していると考

えられる。 

（２） そして、右岸では横断面において、3 本の貫入岩脈によって、取

付部は３ブロックに分離している（本準備書面 図―１８）。右岸でも岩

盤のブロック化は同様に問題となる。 

（３） 以上の結果、左右両岸の取付部の岩盤は一体ではないおそれが十

分に存在する。「解析業務」は岩盤のブロック化の問題点については述べ

ていないが、低角度の開口性割れ目が連続している場合には、「基礎岩盤

全体のせん断強度に大きな影響を与えると考えられる」（１３１頁）と指

摘していることは前に見たとおりである。右岸では、横断面でみたとき高
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角度で３つに分断されているのであり、せん断強度を弱めることは左岸と

同様である。八ツ場のダムサイトでは、岩盤を一体のものとしてせん断強

度を算定することは許されないことになる。 

 

９ 吾妻川を斜断する断層について  

（１） 「解析業務」以下の地質調査報告書は、ダム堤体右岸袖部をかす

め、直下流で川を横切る断層の存在については、まったく触れるところが

ない。「解析業務」は、「ダムサイト付近では、地質学的および工学的に際

立った断層は認められない。」（同３８頁）としている。そして、昭和４５

年６月の国会審議で文化庁と建設省が報告した「３ｍの断層」についても

言及がない。 

（２） しかし、群馬県が作成した「表層地質図」（甲Ｄ第５号証の２）

によれば、ダムサイト右岸から略北上して、ダムサイト直下流の曲流部で

河道を右岸から左岸へ横切る断層線が明瞭に描かれている。これに想定さ

れた堤体を重ね合わせると、断層線はダム堤体の右岸袖部をかすめること

になる（ダム堤体の座取りは、本準備書面「図―４ ダムサイト地質平面

図」に表示されている）。 

（３） 河川砂防技術基準案では、河道に鋭角で交わる断層が直下流の地

表面に抜けているとき、基礎岩盤のせん断破壊に対する安全率が極めて小

さくなる、と解説している（同解説「設計編Ⅰ」１７７頁）。もし、この

断層が存在しているとすれば、この警告が当てはまることになる。 

 

第１１ ダムサイト地盤の危険性  

 平成１６年度末までに提出された調査報告書によって得られた情報と

知見によって、ダムサイトの地盤状況を点検してきたが、以上の点検の結

果、本件八ツ場ダムサイト地盤の危険性は次のように指摘できることとな
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る。 

１ 本件ダムサイトはダムの基礎地盤として不適な陸成層である  

（１） 八ツ場層は、安山岩火砕岩を主体とするが、この八ツ場層は陸成

である。「陸上の火砕岩は一般に礫の空間が多く、時に固結の程度の低い

火砕岩や未固結の砂礫層などを挟んでおり、大きなダムの基礎岩盤として

強度と遮水性の点で問題となることが多い」（「解析業務」３１頁）のであ

って、陸成層の安山岩火砕岩の上には絶対に巨大なダムを構築するべきで

はない。陸成の安山岩火砕岩についてはその欠点を補う対策も立てようが

ない。  

（２） 八ツ場層が陸成であることは、群馬県発行の国土調査「草津」（甲

Ｄ第５号証の１）の地質解説が明らかにしている。平成１５年３月に、そ

れまでの地質調査結果をまとめた「解析業務」（甲Ｄ第１号証 応用地質

調査株式会社作成）では、水成であるとの決定的な証拠は見つからないと

しながら、現場の諸状況から水成層であるとしたが、その後の「地質調査

（その３）」報告書（甲Ｄ第４号証）によって陸成層であると判断された。

しかし、平成１６年度中には、これについて何らの見直しもなされていな

い。この一事をもってしてもこの地にダムを構築すべきではない。 

 

２ 本件ダムサイトには擾乱帯や熱水変質帯が存在しており、ダムサイト

として不適である  

（１）左岸のダム堤体取付部には、０軸の上流４０ｍ地点から同下流８０

ｍ地点まで、幅員は１０ｍ強、深度約５０ｍの「擾乱帯」と命名されてい

るＣＬ級岩盤が存在している。この擾乱帯は貫入岩脈によって変質を受け

たものと考えられているが、「ＣＬ級岩盤」の上にはダム堤体は構築でき

ない。  

（２）右岸の安山岩類は熱水変質を受けて著しく脆弱化している。地表近
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くではスレーキングを起こして原岩の姿をとどめていない。この熱水変質

帯もＣＬ級岩盤である。この熱水変質帯はダム軸の上流４０ｍ付近にまで

及び、その上流側では広範に広がっている。「解析業務」では、擾乱帯を

コンクリートに置き換えることが提案されているが、現時点では、その提

案は受け入れられていない。約６万? の岩盤の入れ替え工事となれば巨額

の費用もかかる。 

（３）「解析業務」では、なお、擾乱帯と熱水変質帯の分布や性状を調査

すべきと提言しているが、これもなされていない。 

（４）現計画では、国土交通省自身の設定した安全基準に違反した工事と

なる。  

 

３ 左右両岸に無数の低角度・高角度亀裂が存在し、高透水帯を形成して

いるが、分布も不明  

（１）ダム堤体取付部の左右両岸には、多数のシーテイング節理（ヘアク

ラックや低角度の開口性割れ目）と、貫入岩脈沿いや遠い地質年代に形成

されたと考えられている３本の大亀裂沿いに高角度割れ目が存在してい

る。このシーテイング節理も高角度割れ目も、その分布や性状については

十分な解明がなされていない。多くの地質調査会社の調査報告が提出され

ているが、そのたび毎に「なお調査が必要」とされている。  

（２）低角度の開口性割れ目や高角度の開口性割れ目が密に発生している

ところでは、高透水帯が形成されている。左岸では、多重の地下水位構造

が認められ、特に河床標高では低角度割れ目が上下流方向に連続し、かつ

山側にも広く広がっている。「解析業務」では、左岸の高透水帯は遮水層

と想定した鉛直方向の開口性割れ目の川側に止まると考えられていたが、

その想定はその後の調査で誤りであると判明した。現在、左岸の高透水帯

の外縁は不明である。 
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（３）高透水帯の分布と範囲が確定しないとカーテングラウチング（斜水

処理）の施工計画が立たないばかりか、シーテイング節理が頻繁に連続し

て発達していると、ダム基礎岩盤のせん断強度を大幅に減少させることに

なる。当ダムサイトの岩盤は十分にそのおそれがある。 

（４） 仮に、高透水帯の分布が判明したとしても、左岸のように地下水

位の多重構造が認められ、低角度割れ目がダム堤体がのる基礎岩盤に広く

連続しているとなれば、低下したせん断強度の補強はおよそ困難である。 

 

４ 左右両岸の岩盤のブロック化によるせん断強度の低下  

 左岸ダム取付部では、横断面上において、鉛直方向の開口性割れ目（垂

直大亀裂）と貫入岩脈によって、２つのブロックに分離しており、水平面

には表層の強風化部を除いても、河床標高より上部が２層に分離している。

特に、河床標高部では低角度の開口性割れ目が上下流方向にも、山側にも

広く拡がっている。結局、左岸のダム取付部は、岩盤は３つのブロックと

なって岩塊が積み木状に積み重なっている状況であり、岩盤のせん断強度

を著しく低下させている。これへの対応策は示されていない。  

 右岸は、岩脈によって３つのブロックに分離している。右岸も強度が低

下していることは左岸と同じである。 

 

５ 吾妻川を斜断する断層  

 右岸ダム堤体の袖部からダム堤体直下流を斜めに横断する断層が存在

する可能性は極めて高い（甲Ｄ第５号証の２「表層地層図」）。国土交通省

は、かって幅３ｍの断層を認めてこれをダム建設の不安材料としていたが、

現在は、そのことについては何の説明も釈明もしていないし、断層の存否

についても説明をしていない。  

 ダムの安全性にとって初歩的、基本的な事柄をこのようにないがしろに
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するダム設置者は、その姿勢においてダム建設の資格がない。そのような

者が造るダムの安全性を信用しろと言っても無理というものである。 

 

６ まとめ ― 安全性が保障されないこのダム建設工事への参加は直

ちに中止すべきである  

（１） 本件八ツ場ダムが建設されようとしている八ツ場安山岩層（新第

三紀鮮新世）は、地質年代の生い立ちにおいて、溶岩や角礫岩や火山灰が

陸上で固まった陸成の火砕岩で構成されている。陸成の火砕岩は巨大なダ

ムの基礎としては強度と遮水性の点で問題のある地盤であるのに、当地で

は、これを水成層であるとして計画が進められている。しかも、国土交通

省は、かって、この地には３ｍ幅の断層が走っていてダム建設には不安が

あるとしていたのに、今はこれについて押し黙っている。  

（２） さらに、この建設予定地は、地質年代の近年（第四紀）まで火山

活動が続いていた。このため、ダムサイトの八ツ場層は、各所で岩体や岩

脈の貫入を受け、岩盤は高角度の亀裂や小さな断層を多数かかえ、接触面

では風化も進んでいる。さらに加えて、この現場は、吾妻川が急速に岩盤

浸食を行って成長したという特有の河川形成史を持つことから、左右両岸

の岩盤はシーテイング節理とよばれる低角度の開口亀裂が無数といって

よいほどに発達している。さらに、シーテイング節理ばかりでなく、形成

原因が明らかではない、低角度の開口性亀裂も左岸河床標高に広範に認め

られている。そして、これらの開口亀裂は面的につながって拡がっている。 

（３） こうした地質構造を反映して、地下水位ないし地下水流は河床標

高と高標高部そして中間部と多重構造となっている。もとより、こうした

部位では岩盤の透水性は極めて高い。平常の状態では、規制基準値の数十

倍、百倍、２百倍以上というルジオン値（透水係数）を示している。 

（４） また、当地の左右両岸の岩盤は、横断面でみて、地質構造的な高
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角度の大亀裂（「想定クラック」）と貫入岩脈や貫入岩体によって分断され

ブロック化している。そして、特に左岸では河床標高のレベルで低角度の

開口性割れ目が連続しており、河床標高より上部の岩盤は基盤との一体性

を欠いている状態にある。このような状況から、左岸でも、右岸でも取付

部の岩盤は各３つにブロック化していると指摘できる。かかる状態で、ダ

ム堤体を基礎地盤に直接取り付けることが困難である。風化していない部

分の安山岩類の強度が高いとしても、この岩盤の持つ強度（せん断強度）

を前提にした安定計算はできない。断層の存在を考慮すれば、ますます地

盤の不安定化が懸念される。 

（５） 加えて、当建設予定地では擾乱帯とか熱水変質帯という、ダム建

設の基礎として許されないＣＬ級の岩盤が存在している。現在公表されて

いる計画では、建設してはならない擾乱帯の地盤の上にダムを構築するこ

とになっている。 

（６） 当ダムサイトは如上の地形・地質の形成史を抱えているために、

地盤、岩盤の構造は複雑で、十数年かけて地質調査を行い、これまでに７

０本以上のボーリング調査を行っても、高透水帯と難透水帯との区分も、

高透水帯の外縁も、また、高透水帯と難透水帯とを区分すると見られてい

た「想定クラック」が存在するのか否か、存在するとしてどのような機能

を果たしているのかも、そして、低角度の開口性割れ目の性状や分布も、

右岸の岩脈周辺の地下水流の挙動も、ほとんどの事実が分からないままで

ある。  

（７） ダム建設においては、岩盤の遮水性確保とコンクリートダムを支

えるせん断強度の確保は至上命題であるのに、この現場では、この基本的

なデータすら確保できていないのである。むしろ、河床標高で低角度亀裂

が広範囲に連続しており、岩盤はブロック化している。岩盤のせん断強度

は割れ目の状態や方向の影響を受けるから、地盤のせん断強度が大幅に低
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下していることが見込まれるが、その対応策はまったく見えない。  

（８） 無謀なダム建設計画であると言わざるを得ない。この地にダム建

設を行うのは国土交通省であるが、以上のような状況においては、このダ

ム計画は河川砂防技術基準が求める安全性を満たしているとはいえず、仮

に、これらの問題点を解消しようとすれば、さらに巨額の費用を必要とす

ることになる。この建設資金を負担する地方公共団体や事業者は、これら

の問題点等をすべて点検し、その安全性が確認されるまで、この事業の進

行に参加することは許されないというべきである。 
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第３章 安全性問題から見たダム計画の経緯  

 八ツ場ダム計画が昭和２７年（１９５２年）に公表されて以来、半世紀

余を経て未だ本体着工の目処は立っていない。生活と集落を根底から破壊

される地元水没予定地の強い反対で暗礁に乗り上げて迷走したというだ

けでなく、ダムの安全性を巡る不安や危険性の問題を克服することができ

ないまま半世紀にわたる迷走を続けてきたのである。 

 八ツ場ダムは、当初、現在の計画地点よりも、約６００ｍ下流の地点に

計画されていたのだが、吾妻渓谷を保全するという観点から、岩盤条件の

極めて悪い現地点へ計画変更されたという経緯がある。この章では、ダム

サイトの安全性という側面から迷走したダム計画の推移を概観すること

とする。  

 

第１ 迷走したダム計画 

１ 「上流案」と「下流案」  

（１）八ツ場ダムの当初計画によれば、同計画地点は、現在のダムサイト

から約６００メートル下流の狭窄部となっていた。同地点は、吾妻渓谷の

最大の観光スポットともいうべき「鹿飛橋」に近く、吾妻渓谷の只中に築

造するというものであった。現在の計画地を「上流案」、当初計画を「下

流案」として、選択の経緯を振り返ることとする。 

（２）当初計画の「下流案」を技術的に考察すると、鹿飛橋は吾妻渓谷の

中でも最狭窄部のひとつであり堤体が小さくて済む上に、岩盤の強度にお

いても予備調査で問題が少ないと判断されていた。このことは、後の国会

審議でも繰り返し説明がなされている。 

（３）この「下流案」に強く異議を述べたのが、地元選出の社会党所属の

国会議員・山口鶴男代議士であった。そして、この計画は、天然記念物吾

妻渓谷の只中に造るというものであったから、文化庁からも異議が出され
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た。山口代議士は、毎年、国会で建設大臣や文化庁の幹部に対して計画の

撤回を求める質疑を行っていた。  

（４）現在のダムサイト案「上流案」の地盤の危険性をめぐる国会の審議

状況については、後に詳述するところであるが、結局、文化庁は国指定の

天然記念物の保存という立場から「下流案」に同意せず、その一方で、現

在の予定地である「上流案」には、地盤の危険性が払拭できず、昭和４５

年、ダムサイトが決まらないままに時間が経過したのである。  

（５）こうした中で昭和４６年、「上流案」のダムサイトは、結局、安全

性の確保ができないとして、建設省は一旦は中止と決定したのであった。 

 

２ 代替案・ロックフィルダムの検討  

（１）ダムのタイプは３つある。アーチダム、重力ダム、フィルダムであ

る。アーチダムはコンクリートの堤体をアーチ型につくって両岸の岩盤に

取り付ける。左右両岸の岩盤で支えるため取付部の強度が相当程度必要と

されるが、両岸の岩盤の強度が確保できれば、ダム堤体の容量が小さくて

すみ、建設コスト上、一番効率がよいとされる。 

（２）ついで重力ダムであるが、本件八ツ場ダムはコンクリート重力ダム

である。国内のダムではこのタイプが一番多い。アーチダムサイトほどで

はないが、重いコンクリート構造物を支えるだけの基礎岩盤の強度が必要

となる。  

（３）フィルダムであるが、コンクリートの堤体を支えることができない

ような弱い地盤の場合には、堤体をコンクリートで造らず、土や砂礫を積

み上げてダム堰堤を造る。土や砂礫で堰堤を造るのだから、堤体の敷幅が

上下流方向に大きく延びる。貯水域が小さくなってしまうとともに積み上

げる土砂量が膨大になり、調達先の確保が困難となる場合もある。 

（４）本件八ツ場ダムの計画段階で、前述のように「上流案」の地盤には
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大きな不安材料があったので、一時期、建設省は「ロックフィルダム」案

を検討した。建設省は、コンサルタント会社に「八ツ場ダム 上流ロック

フィルダム案予備検討」の委託調査を出して、昭和４９年３月、報告書を

取得したが、本格検討は行われなかった模様である。 

 

３ 文化財保護の観点から再び「上流案」へ   

（１） 八ツ場ダム工事事務所のホームページから 

 八ツ場ダム工事事務所のホームページによると、ダムサイト変更の経緯

は次のように説明されている。  

  「ダムサイトは当初、地形・地質上最も有利な位置に計画していまし

たが、文化財保護法の規定による指定区域「名勝吾妻峡」のほぼ中央部

にありました。このため、名勝吾妻峡を最大限残すために建設省は、昭

和４３年より指定地の現状変更について文化庁と協議を行い、昭和４８

年に約６００ｍ上流の現ダムサイトに変更しました」 

（２） 長野原町の町史から 

 一方、長野原町の町史（ホームページ）によると、 

   「八ツ場ダムについて、文化庁から河川局長に対し『渓谷の本質に

影響が及ぶ場合は不同意』との見解が示される」（昭和４９年１１月） 

  「建設省がダムサイトの位置を上流へ変更する」（同５０年 3 月） 

などの記述がなされている。 

（３）このように、長野原町史と国土交通省の前記ホームページの記事と

では、ダムサイト変更の時期が異なっている。これは、計画地点変 更につ

いて、建設省がきちんと地元へ説明をしていないことを物語るものと考え

られるが、ともかく当初予定地点から６００ｍ移動させた理由は、吾妻渓

谷の保護にあったことは確かなようである。 
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第２ 国会審議に見る「上流案」中止決定の経過 

１ 昭和４５年６月の衆議院地方行政委員会での審議―建設省は岩盤の

危険性を認める  

（１）昭和４５年６月１０日の衆議院地方行政委員会において、八ツ場ダ

ム予定地ダムサイト基盤の安全性が審議された（甲Ｄ第７号証 昭和４５

年６月１０日の衆議院地方行政委員会の「国会会議録」）。この時点では、

計画地は文化財保護法の規定による指定区間「名勝吾妻峡」の中心部であ

ったことから、建設省が文化庁と協議を行っていたことは、前述のとおり

である。  

（２）当時、建設省は、文化庁が文化財保護の立場から「下流案」に強く

反対していたにもかかわらず、「上流案」については地盤の安全性に懸念

を示し、容易には「上流案」への変更に応じなかったのである。 

建設省は、上流地点には「川原湯温泉に続くいわゆる熱変質をした地質」、

「河床を横断する３メートル幅の岩の断層」、「岩盤に節理が非常に多い」

などの事実を挙げ、「ダムの基礎地盤としてはきわめて不安定」、「大型ダ

ムの建設場所としてはきわめて不安な状況である」旨の報告書を文化庁に

提出していた。このことは、文化庁の内山正文化財保護部長（当時）の国

会答弁で明らかである。 

（３）内山正文化財保護部長は、前記地方行政委員会において、山口鶴男

衆議院議員の質問に対して、「上流案」についての建設省の報告の要旨を

次のように説明した。 

    「……概要を申し上げますと、その地点は地質が非常に熱水変質

を受けている部分が多い。地表でもそれが数箇所見られるし、また

ボーリングをいたしました地下の深いところでも二箇所ほど見ら

れるというということでございまして、このことは川原湯温泉に続

くいわゆる熱変質をした地質がずっと続いているものと考えられ
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るということで、ダムの基礎地盤としてはきわめて不安定であると

いうことでございます。それからもう一点は、かりにダムをつくり

ました場合の一番力のかかります下流端と申しますか、その付近に

河床を横断する３メートル幅の岩の断層があるということで、これ

もダムの一番力のかかる部分にそういう断層があるということは

ダムが非常に不安定である、不安であるということであります。そ

れから全体としまして岩盤に節理が非常に多いということで、これ

もダム建設、しかも大型ダムの建設場所としてはきわめて不安な状

況であるということで、総じましてこの上流サイトに実地調査をい

たしました結果については、この種のダムを建設する場所としては

非常に不安な地形であるということがわかったということでござ

いまして、その結果は、建設省からさらに最初予定しました地区に

ついてのボーリング地質調査を実施さしてほしいという協議がご

ざいました。」（前同 甲Ｄ第７号証） 

（４）この文化庁の説明に対して、同席していた建設省河川局川崎精一河

川課長は、「ダムサイト関係の調査につきましては、先ほどのお話の通り

でございます」と答弁したのである。 

このことで明らかなように、この時点では、建設省は、明らかに「上流

は、ダム設置地点としては不適」との判断を持っていたのである。 

  

２ 昭和４６年２月２２日の衆議院予算委員会第５分科会での審議―「中

止」と決定  

（１）山口議員は、翌４６年にも国会でこの問題を取り上げた。 

 同議員は、昨年、文化庁は、「上流案は、地質の上からいって問題があ

る、建設省が当初予定したダムサイトを調査したいとの申し出に対して、

ボーリング調査の許可をしたということであったが、どうなっているの
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か」との趣旨の質問に対して、前年と同じ内山文化財保護部長は、次のよ

うに答弁をした（甲Ｄ第８号証 昭和４６年２月２２日の衆議院予算委員

会第５分科会の「国会会議録」）。 

   「建設省が当初に予定されております地区については、吾妻峡に対

しまして相当大きな影響があると判断せられましたので、上流地点に

場所を変えての検討をお願いしておったわけでございますが、その地

点は必ずしも地質的に適当でないという結論が出ました。その後、も

との案でございます下流サイドの調査につきましての同意の協議が

ございました。これにつきましては、ただいまお話がございましたよ

うに、その調査だけについては、現状変更に対しまして同意いたした

わけでございますが、……その後実はまだ調査はいたしておりませ

ん。」 

（２）そして引き続いて、建設省の川崎課長も、「上下流二カ所の調査を

進めてきたわけでございます。結果的には、上流のほうはあまりおも

しろくないというようなことでございますので、そういった時点で、

今後ただいまの名勝なり天然記念物をどういうふうに扱うかという

ことにつきましてはいろいろ問題があろうかと存じますが、さらに文

化庁等とも十分御相談を申し上げたいと思っております。」と答弁し

た。 

（３）この答弁で明らかなように、「上流案」は、ダムサイトの不安、不

安定、危険性への懸念が払拭できず、建設省内部では、上流案計画は中止

と決定されたのである。 

 このように、建設省は、一旦、国会において、「上流ダムサイトは危険

であるため計画は中止」と表明したにもかかわらず、この判断を変更する

について、国民への明快な説明を行うことなく、なし崩しに計画変更を行

ったのである。説明責任を欠いた施策であると断ずることができる。 
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第４章  ダムサイト地盤の技術基準  

 本章では、岩盤の岩級区分と建設省が策定している「河川砂防技術基準

案」のダムの基礎地盤に求めている基準について記述する。  

第１ ダム基礎の岩級区分  

 ダムサイトの岩盤の工学的性質を把握するために、「岩級区分」が作成

されることが多いとされている。「解析業務」でも、地表踏査やボーリン

グコアの目視観察、ハンマーによる打撃などを行って、その結果を「岩級

区分表」として作成している。岩盤の特徴として記載される事項は、岩盤

の新鮮さ、風化、変質の有無・程度、亀裂や節理の密度、固さなどである。

そして、これらの観察結果を総合評価に基づいて岩級区分がなされる。 

１ 「解析業務」の岩級区分  

「解析業務」では、岩盤の等級区分は、「Ｂ」「ＣＨ」「ＣＭ」「ＣＬ」「Ｄ」

の 5 段階に区分 

されている。ダムサイトの岩盤としては、上から２番目（「ＣＨ」）までを

合格としている。 

「ＣＭ級岩盤」、「ＣＬ級岩盤」は不合格である。 

 ここでは、合否の境界線にある「ＣＬ級岩盤」、「ＣＭ級岩盤」、「ＣＨ級

岩盤」についてだけ、簡単な紹介をおこなう（８６頁「岩級区分基準」よ

り）。 

 

２ ダム基礎として不適の「ＣＬ級岩盤」、「ＣＭ級岩盤」、合格の「ＣＨ

級岩盤」  

（１）「ＣＬ級岩盤」とは、「岩片は硬いが、割れ目が極めて多い岩盤、お

よび、岩片は風化・変質し軟質である割れ目が少ない岩盤。……岩片は硬

質な部分もあるが、風化や熱水変質によりやや軟質化した部分が主体をな
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す。割れ目は、ボーリングコアでは１ｍにつき１０～２０以上である。割

れ目沿いは褐色化していることが多く、開口割れ目も多い。ルジオン値は

２０以上を主体とする。」と説明されている。  

（２）「ＣＭ級岩盤」とは、「割れ目は多いが岩片は概ね新鮮な岩盤および、

割れ目は少ないがやや軟質な風化・変質岩盤。河床部では被覆層の直下に

ＣＨ級岩盤に挟まれて分布する場合と、ＣＭ級岩盤が認められず直接ＣＨ

級が分布する場合がある。高標高部では深度５～１０ｍ以深から CH 級岩

盤に挟まれて分布する。深部において貫入岩や堆積構造に沿って特に割れ

目の発達した箇所に局所的に分布する。  ………割れ目はボーリングコ

アでは１ｍにつき５～１０本程度である。割れ目沿いは褐色化しているこ

とが多い。」 

（３）「ＣＨ級岩盤」とは、「割れ目が少なく、概ね新鮮で堅硬な岩盤。河

床部ではＣＭ級岩盤を薄く挟んでその下位に分布するか、被覆層の直下か

らＢ級岩盤を挟んで分布する。高標高部では深度１０～２０ｍ以深からＢ

級岩盤に挟まれて分布する。また、深部において貫入岩や堆積構造に沿っ

て分布する。 

……割れ目は少なく、ボーリングコアでは１ｍにつき３～５本程度である。

割れ目沿いは褐色化し、開口しているものもあるが、密着割れ目も多い。

ルジオン値は２未満～２０以上を示す。」 

 

第２ 河川砂防技術基準案で要求しているダム基礎地盤の安全基準  

１ ダム設計の基本条件 

（１）建設省の「河川砂防技術基準案解説」（設計編Ⅰ）によれば、「ダム

設計の基本条件」の「設計の要件」として、「ダムは、予想される荷重に

対する安全性、必要な耐久性および水密性が備わった構造とし、操作性、

景観および経済性を総合的に考慮して設計するものとする。」とされてい



80 

る（第３節「３．１」１５７頁）。 

この規定は、「ダムは堤体および基礎が一体となって流水を止める働き

をする構造物であるので、ダムの堤体および基礎地盤は所要の水密性およ

び予想される荷重に対する安全性を有するとともに、一定期間内確実に効

用を発揮するのに必要な耐久性を有する構造でなければならない。」（１５

７頁）と解説されている。 

（２）ついで、「ダムの基礎地盤は、堤体から伝達される荷重に対して安

全であるとともに、貯水池からの浸透流に対して所要の遮水性を有するよ

う設計するものとする」（４．１「基礎地盤の設計の基本」１６９頁）と

されている。 

これらについて、「解説」は、「ダムの基礎地盤とは、岩盤基礎、土質基

礎を問わず、ダムの堤体を通じて伝えられる外力に対して、工学的な抗力

が生じ、かつ工学上必要な水密性を得なければならないと考えられるダム

の堤体の直下およびその付近をいう。」「堤体の岩着部および基礎のせん断、

基礎の変形および浸透破壊に対して十分な安全性を確保するために基礎

地盤の地質状況、ダムの形式、規模等に応じ、適切な基礎処理の設計を行

わなければならない。」と解説されている（１７０頁）。 

（３）以上のところから、重力ダムの安全基準として求められる二大要因

は、基礎地盤がダムの荷重に絶えられる堅硬な地盤であること、そして透

水性の低い地盤であることが理解できる。 

 

２ 岩盤の遮水性とその基準  

（１）そして、岩盤で求められている遮水性は、「１～２ルジオン値」と

されている。これはグラウチング等によって改良されて得られた数値でも

よいとされている（１７０頁）。 

（２）岩盤の難透水性の確保はダムの安全性確保に重要な因子とされてい
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る。「一般に、漏水が生じてからでは処理が非常に難しく、場合によって

はダムの事故につながることもある」としている（１７３頁）。事実、世

界的には地盤からの漏水がダム破壊の原因となったこともあるところで

ある。また、地盤の改良（透水対策）が行われることも、しばしばである

が、風化の進んだ岩盤では、強い圧力を掛けての遮水材の注入もできない

ことがある。すなわち、「一般に風化が進んだ岩盤では、大きな注入圧力

を採用すると、岩盤に有害な変位を生じさせる危険性がある」と、「解説」

は警告している。 

（３）しかし、グラウチング工法は遮水性の改良には有効であっても、岩

盤の強度を上げるものではない。「グラウチングには岩盤の密度あるいは

変形性を改良する効果があると考えられるが、岩盤の強度を支配している

と考えられる割れ目に介在する粘土等は、そのまま改良されずに残るとみ

られるので、強度、変形性とも設計にあたってグラウチングによる改良を

見込んだ値を用いることは一般には行っていない。」とされている（１７

０頁）。グラウチングは岩盤の強度を補強するものではないということで

ある。  

（４）八ツ場ダムサイトの基礎岩盤は、垂直亀裂と貫入岩脈や貫入岩体に

くわえ多数の開口亀裂をかかえ、高透水で岩盤の風化が激しい部分が存在

している。河川砂防技術基準案解説の、まさに警告の対象となる事例なの

である。  

（５）また、このグラウチング工法も容易な工法ではない。「解説」は、

「グラウチングの設計の１つの特徴は、他の工種の計画に比較して極めて

流動的なことである。これは、対象とする岩盤条件が多様であること、地

下の状況を簡単に数値化できないなどに由来するものであるが、効果的な

グラウチングを行うためには地質調査、ルジオンテスト、グラウチングテ

スト等の調査を行うと同時に、施工段階に入ってからも、資料を整理、分
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析して当初計画の妥当性を確かめ、必要があれば計画の修正を行う必要が

ある。」（１７４頁）としている。  

（６）八ツ場のダムサイトは、これまでに指摘してきたように、まだ調査

の途次でありグラウチングカーテン施工の範囲さえも決定できない状況

にある。そして、その範囲は拡大する一方である。このような状況では安

全の確保は容易ではない。 

 

３ コンクリートダムの基礎地盤の設計基準  

（１）技術基準は「コンクリートダムの基礎地盤は、予想される荷重によ

るせん断および変形に対して、所定の安全性を確保するよう設計するもの

とする。」と定めている（コンクリートダムの基礎地盤の設計「４．４．

１」同書１７６頁）。  

（２）こうした技術基準の下で、「せん断に対する安全性は、堤体と基礎

地盤との接触面、基礎地盤内について次のＨｅｎｎｙの式を用いて検討し、

４以上の安全率を有するものとする。」としている（１７６頁）。次の式で

「ｎ」が安全率であり、これが４以上とならなければならないのである。 

          ｎ＝（τ０ｌ＋ｆＶ）／Ｈ  

この式において、「Ｈ」は基礎地盤内に想定した水平な面（せん断面）

に作用する水平方向の力（せん断力）で、ダム満水時にダム堤体が受ける

水圧の水平成分であり、「Ｖ」はこのせん断面に作用する鉛直力（堤体重

量）から揚圧力を差し引いたものであり、また「ｌ」はこのせん断面の長

さである。ＨとＶとｌはいずれも堤体の幾何形状からほぼ決まってしまう。

「ｆ」と「τ０」は基礎地盤の内部摩擦角とせん断強度であり、基礎地盤

の性質に依存している。 

（３）今仮に、シーテイング節理が水平に連続しているような場合を想定

すれば、その部分が基礎地盤の弱点となって、上記せん断面に適用される
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せん断強度を著しく減殺することになる。そのような場合には、Ｈｅｎｎ

ｙ式の安全率が４を下回ることも十分に考えられる。 

（４）ところで、「解説」は、「重力式コンクリートダムの場合、水平に近

い断層等の弱層が存在するとき、そのせん断に対する安全性について検討

が必要とされる場合が多い。」（１７７頁）としている。前述したところで

あるが、「Ｈ１５ダムサイト地質調査（その１）報告書」は、「ダムサイト

は、硬質な岩盤からなるものの、図５．５．３下図（低角度割れ目が湾曲

して連続する場合）のような場合には、基礎岩盤全体のせん断強度に大き

な影響を与える」（１３１頁）と指摘している。これも、上記のような考

え方から来る警告である。 

（５）しかし、「Ｈ１５ダムサイト地質調査（その１）」は、その影響の大

きさを定量的な表現では表さなかった。そして、これを検証するに必要な

データも提供していない。それ故、原告側でも、現時点でダムサイト地盤

の亀裂に由来する危険性を具体的に指摘することは出来ないが、今後に残

されている重大な問題点なのである。 

以 上 
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  添 付 図 面 目 録  

 図―１  八ツ場ダム貯水池の鳥瞰図（国土交通省八ツ場ダム工事事務

所ＨＰより） 

 図―２  八ツ場ダム平面図等（（国土交通省八ツ場ダム工事事務所Ｈ

Ｐより）  

 図―３  長野原地形図（２万５千分の１）  

 図―４  「ダムサイト地質平面図」（甲Ｄ第４号証の図３－２－１）  

 図―５  「浅間山の噴火と吾妻川の変遷」（甲Ｄ第１号証の図３－１

－９）  

 図―６  「ダムサイトの地形発達史」（甲 D 第１号証の図３－１－１

０）  

 図―７  「ダムサイトシーテイング節理の形成と透水性、地下水位の

分布」（甲Ｄ第１号証の図３－１－１１）  

 図―８   「調査計画断面図」（甲Ｄ第１号証の図５－２－４）  

 図―９   「開口割れ目の標高毎の頻度分布図」（甲Ｄ第１号証の図

３－３－１）  

 図―１０  「地下水位検討図 －１断面図」（甲Ｄ第１号証の図５ー

２－３（１））  

 図―１１  「地下水位検討図 ＋１断面図」（甲Ｄ第１号証の図５－

２－３（２））  

図―１２  「低角度割れ目の連続性模式図」（甲Ｄ第２号証の図５－

５－３）  

 図―１３  「主な開口割れ目の分布図」（甲Ｄ第２号証の図５－５－

２」）  

 図―１４  「－１軸（調査軸上流４０ｍ）ルジオンマップ」（甲Ｄ第

４号証の図５－３－１）  
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 図―１５  「－１軸（調査軸上流４０ｍ）ルジオンマップと「解析業

務」の地下水位検討図との対照図」  

 図―１６  「水位観測状況概況図」（甲Ｄ第４号証の図５－４－１）  

 図―１７   貫入岩脈平面図  

図―１８  「右岸一１断面図」（甲Ｄ第３号証の図６－２） 

 図―１９   群馬県「表層地質図」（5 万分の１）  

 図―２０  「＋１軸（調査下流４０ｍルジオンマップ）（甲Ｄ第４号

証の図５．３．３）  

 図―２１  左岸ダム取付部の岩盤のブロック化模式図  

 図―２２  「変質の露頭平面図」（甲Ｄ第１号証の 図３－２－２）  

 

添 付 写 真 目 録 

  写真 １  「ＢＬ－３３ 擾乱帯のコア」（甲Ｄ第１号証の「写真

３－１－７」）  

  写真 ２  「ＢＬ－３ ＣＬ級岩盤のコア」（甲Ｄ第１号証の「写

真４－１－４」）  

  写真 ３  「ＢＲ－６ 中性熱水変質を受けた岩盤のコア」（甲Ｄ

第１号証の「写真３－２－１」）  

写真 ４  「左岸の低角度割れ目を示す写真 ３枚」（甲Ｄ第１号

証の「写真３－３－１～３」）  

 


